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労｛動福祉事業の介護料から
権利としての保験給付化

労災保険による7番目の保険給付として、介護(補

償)給付が本年4月1日に創設された。

⑤療養補償給付(療養給付)

②休業補償給付(休業給付)

@障害補償給付(障害給付)

④遺族補償給付(遺蹴古付)

～葬祭料(葬祭給付)

⑥傷病補償年金(傷病年金)

⑦介護補償給付(介護給付)

上記で、番号の次は業務災害に関する保障邑給付

の名称、括弧内は通勤災害に関する保断古付の名

称で、介護(補償)給付は昨年3月に成立・公布され

た労災保険法等の一部を改正する法律(平成7年法

律第35号)によって新たに加えられたtの。

介護(補償)給付の「支給要件」及び「支給額」等

は、本年3月1日付け¢労働省令第6号によって改正

された労災保険法施行規則で具体的限定められ、施

行通達「労災保険法等の一部を改正する法律の施

行(第2次分)についてJ(平成8年3月1日付け基発第

95号一後掲)が出された。

労災保険においては、従来、労働福祉事業として

「介護料」を支給していたが、今回の改正はこれを、

保険給付化する辻虻、卦合対象者の範囲の拡大

及び支給額の弓|き上げを図ったものとされるロこれに

伴い、労働福祉事業としての介護料は、本年3月31日

をもって廃止された。

労働福祉事業は、「政府の裁量でさまる恩恵的な

事業であって、被災労働者自らが権利として主張で

きるものではないム「したがって、不服審査を請求す

る権利はないj。また、 「行政庁に応答の義務が生じる

ものではないJとして、行政手続法で審査基準や標準

処理期間の設定・公表等が必要とされる「申請に対

する処分Jとしても取り扱われていない(行政手続法

については95年10月号参照) 。

今回の施行通過ごよれば、「単なる附帯的事業とし

てではなく、労災保険で当然に填補すべき損害とし

て位置付けて給付を行うことが適当であるとの考え

により、保険給付として¢介護補償給付及び介護給

付を創設することとされたムとしている。保険給付化

されたこと当こより、被災労働者が権利として主張でき、

請求に対する決定に不服があれば審査請求を行うこ

ともてさることになる。

「介護(補償)給付の請求に対する決定Jは、当然、

行政手続法でいう「申請に対する処分」に該当する。

「処分権者」は労働基準監督署長、「審査基準Jは施

行通達等、「標準処理期間」は r3か月J(労働省に確

認ー遺族(補償)給付の場合と同じとのことで、ちなみ

に、療養(補償)給付及び休業(補償)給付は原則的、

月、遺族(補償)給付は原則4か月)ということになる。

なお、時効に関しては、介護(補償)給付の場合は、療

養(補償)給付及び休業(補償給付)と同じく、 2年とさ

れている。

労働福祉事業としての介護料の卦合対象者及び

支給額は、次のとおりであった。

支給対象者⑪嘩害(補償)年金または傷病(補償)

年金1級の者のうち、@精神神経障害(主にせき損)ま

たは胸腹部臓器障害(主にじん肺)により常に介護を

必要とL、@療に自宅において介護を受けている者。

支給額・上限額;月額1 0 4,180丹、一律定額,月額

5 6 ,5 5 0円(平成7年度)

(1か月につき一律定額で5 6 ,5 5 0円、その月におい

て、介護に要する費用として支出された費用の額が

5 6 ,5 5 0円を超える場合は、 104,180円を上限額とし、そ

の支出された費用の額)

新しい介護(補償)給州立、 「常時介護」を要する場

合だけでなく、「随時介毒蛇要する場合にも支給され

ることになり、各々の場合の支給対象者と支給額等

は、次のとおりとされたロ

a :障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者

のうち下記のいずれかに該当するものであって、②

現に常時または随時介護を受けており、@凝掲の施

設等に入所・入院していない者。

O常時介護

ア 精神神経障害また国旬腹部臓器障害による、障

害または傷病等級1級の者で、常時介護を要する

者

イ その他の障害による、障害または傷病等級 1級

の者のうち、障害の状態が下記のいずれかに該当
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介護(補働給付の支給要件となる障害の程度の区分

［障害等級］ (7年 11月現在)

障害の程度(級・号別) 人数
障害の程度の区分

常時介護 随時介護

級

精神神経障害

胸腹部晴器障害

3号(精神神経障害・常時介護) 3,805

4号(胸腹部臓器障害・常慌介護) 14

精神神経嘩害

胸腹部晴器庫害

以外の者

1号(両眼知l!lJ 362

ADL基準により、

常時介護、随時介護

及び不支給に振り分

に振り分けられる

。。

2号 (。 Il DI f言語機能用廃) 2

5号(半島付1隠現行法では削除) 6

6号(両よ肢ひじ関節以上亡失) 32

7号(両上肢用廃) 4

B号(両下肢ひざ覆節以上亡失) 115

9号〔両下肢用廃) 1,292

併合 502

準用 1,018

2

級

精神神曜障害

胸腹部臓器嘩害

2-2 (精神神経障害・随時介護) 1,238

2-3 (胸腹自1臓器障害・随時介護) 3

精神神経障害

拘腹部臓器障害

ι抄卜の者

1号(眼失明・他 itlO.02以下) 148

2号(両銀 0.02以下) 216

3号(向上肢腕関節以上亡失) 60

4号［雨下肢足関節以上亡失) 122

併合 566

準用 103

するもので、常時介護を要する者

a両恨が失明する(障害・傷病等級1級)ととも

に、障害または傷病等級1級・2級の障害を有す

る者

b両上肢の用を全廃しまたはひじ関節以上で

失う(障害・傷病等級li級)とと抗、次¢障害を有

する者

・荷下肢の用を全廃している者 (1喧害・傷病等

級1級)

-両下肢をひざ澗節以上で失った者(障害・傷

病等級1級)

・両下肢を足関節以上で失った者(障害・傷病

等級2級)

c両上肢を腕関節以上で失う(障害・傷病等級

2級)と立ともに、雨下肢の用を全廃しまたはひざ関

節以上で失った者(障害・傷病等級I級)
dその他これらと同程度以上の介護を要する障

害を有する者にの場合には、労働省に照会す

る仕切之、労働省に設置する、医師等は明書成

する検討会において必要に応じて検討するもの

とされる)

0槌時介護
ア 精神神経障害または胸腹部臓器障壁害はる、障

害または傷病等級2級の者で、随時介護を要する

者

イその他の障害による、障害または傷病等級1級

の者のうち、前出の常時介護の区分に該当しない

もので、随時介護を要する者

整理すると、まず、精神神経障害(せき損など)また

は胸腹部臓器障害(じん』市など)による、障害(補償)

年金または傷病(補償)年金受j給者の場合には、障

害・傷病等級1級の者は「常時介護」に、障害・傷病等

級2級の者は「随時介護」に区分され、障害・傷病等

級3級以下の者は支給対象とされない。

また、その他の障害による、障害(補償)年金または

傷病(補償)年金受j給者については、障害・傷病等級

1級の者は、「常時介護Jまたは「随時介護」に区分さ

れ、障害

［傷病輔副

級

2

級

いということになる。

0現に介護を受けていること

有料の民間の介護サービス等を受けている場合

だけでなく、費用を支出していなくとも、現に親族等に

よる介護を受けている場合も含まれる。

0入所・入院中は支給対象とならない施設

身体障害者療護施設、特別養護老人ホーム原子

爆弾被爆者特別養護ホーム、労災特別介輯包設、病

院または診療所(老人保健施設を含町、その他労働

大臣が定める施設(現在のところ指定なし)。

ADL基準により、

常時介護、随時介護

及び不支給に振り分

けられる

出された費用の額

が一律定額を超え

る場合はその支出

された費用の額と

されるが、上i限額を

超えるときは、上限

額が支給される。

なお介護に要す

る費用とは、介護人

(被介護者の配偶

者、直系血族及び

同居の親族を除く)

に対して支払った

賃金、日当、謝金、

交通費などをいう。

また介護を開始

した月については

その月に費用を支

出して介護を受けた日がある場合は、その月の分か

ら介護(補償)紺村ぢ描開始され、その月に介護費

用を支出しないで親族等による介護を受けた日があ

る場合には、その月においては卦合されず、翌月から

給付を行うこととされる。ただし、本年4月1日前から嘩

害(補償)年金または傷病(補償)年金の支給の宅えと

なξ湯病について療養を開始した者には、4月分から

一律定額が支給され、従前から労働福祉事業の介

護料を受給している者に弘4月分から支給される。

C常時介護

上限額;月額1 0 5 ,0 8 0円、一律定額,月額5 7 ,0 5 0円

。随時介護

上限額;月額5 2 ,5 4 0円、一律定額,月額2 8 ,5 3 0円

介護(補償)給付は、月を単位として卦合されること

とされており、その月に費用を支出して介護を受けた

日がない場合または介護に要する費用として支出さ

れた額が一律定額に満たない場合であって、親族等

による介護を受けた臼がある場合には一律定額が支

給され、その月において、介護に要する費用として支

介護(補償)給付の請求は、被災労働者が、「介護

(補償)給付支給請求書Jに、次に掲げる書類を添付

して、所轄労働基準監督署長に提出するこおこよ切子

う。

①障害の部位・状態、当該嘩害を有することに伴う

日常生活の状態に関する医師または歯科医師の

「診断書J(後掲ただし書きの場合は必要なし)

②費用を支出して介護を受けた日がある場合に

は、「介護に要した費用の額の証明書J

③親族または友人・知人による介護を受けた場合

には、その者の「介護の事実に関する申立書J(こ
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れは、請求書に署名・捺印する欄が設けられてい

るのでこれによる)

ただし、ア傷病(補償)年金の受給者、イ精神神

経障害または胸腹部臓器障害による障害等級1・2級

の者、ウ労働福祉事業の介護料を受給していた者、

及び、エ継続Lて2回目以降の介護(補償)給付を

請求する場合には、「診断書」の樹寸は必要ない。

介護(補償)給付の請求は、 1か月を単位として行う

が、数か月分を志とめて請求しても差し支えない(た

だし、「介護に要した費用の額の証明書」について

は、各介護者ごむに1月について1枚記入するようこ指

導している)。前述のとおり時効は2年とされている。

その他については、後掲の施行通達を参照してい

ただきたい。

被災労働者の権利としての介護(補償)給付が確

立したことを評価しつつ、その内容についての今後

の検証と充実が要請されよう。 93年2月号で、 (財)労

災年金福祉協会の「労災重度被災労働者の介護実

態調査結果報告書J(平成4年3月)及び全国脊髄損

傷者連合会、全国じん肺患者同盟の意見・要望も紹

介しているので参考にしていただきたい。

支給対象者については、せき損等の精神神経障

害とじん肺等の胸腹部臓器障害については、障害等

級表(労災保険法施行規則別表第1)及び傷病等級

表(同別表第2)において、 1級の場合は「常時介護j、

2級の場合は「随時介護」が、当該等級表上の要件と

されていることから、そのまま、 1級は「常時介護」 、 2級

は「随持介護」に区分された(なお、今回、労災保険法

施行規則別表第3として要介護障害程度区分表が

設けられた)。要介護障害程度区分表では、その他の

障害による障害・傷病等級1級の者のうち前者と「同

程度の介護を要する状態にあるもの」を各々「常時介

護」、「随時介護」に区分する、とだけ規定し、施行通

達では、 r A D L (日常生活動作能力)基準」に基づき

区分する、としながらも、具体的取悦買いについては、

前述のように、一定の重複障害のケースとケース・バ

ィ・ケースで「常時介護jと認定されるケース以外は

「随時介護」に区分することとされた。

精神神経障害または胸腹部臓器障害による障害・

傷病等級3級以下の者、その他の障害による障害・傷

病等駒級以下の者も含めて、 rADL(日常生活動作

能力)基準」の考え方を整理してい句、要が車る。 (財)

労災年金福祉協会の、前掲の調査や毎年実施して

いる年金受給者生活実態調査はって私今回の改

正でま談合大操とされていない者で私多くの被災労働

者が介護を受けている実態を明ちかにしている。

支給額については、原爆被爆者特別措置法の介

護手当、特別児童扶養手当法の特別障害者手当、

公害健康被害補償法の障害補償費の介護加算、予

防接種法の障害年金の介護加算、生活保護法の生

活扶助の障害者加算の介護人をつけるための費用

等の制度が参考にされたようであるが、上限額につ

いては、これらの中で最を高い原爆被爆者に対する

介護手当の上限額と向水準とされた。

施行通達では、「人身傷害に係る民事損害賠償に

おける介護損害額算定の高額化」を背景事情のひと

つとして指摘している。ちなみに日弁連交通事故相

談センターの「克直事故損害額算定基準Jでは、将来

の付添看護費の算定は、原則として、平均余命まで

の問、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添の
場合は1日につき5,醐円~6,5∞円とされており、樟害

等級1級で、逸失利益4,5 0 0万円、介護費用8,122万

円、慰謝料2. 3 ∞万円を認めた判決(1卯 0年9月17日

付大阪地裁判決)など屯出されている。

また、労災保険法上じた保険給付としては確立して

も、労働基準法の災害補償規定(第8章)は改正され

ていないため、支給制限、費用徴収等について例外

的な取り扱いがなされることになっている。

さらに、労災保険¢労働福祉事業において重度被

災労働者に対する介護に関する援護を行うこと:が明

記され(改正労災保険法の第1次施行分として昨年

8月1日施行)、①労災ホームヘルプサービス事業、②

介護機器レンタル事業、③在宅介護住宅資金貸付

制度、④労災ケアサボー|亭業等がすでにスタートし

ている。ClX?::については.95年 11月号で概説した。

③は、在宅で介護を受けている7 0歳未満の障害・

傷病1～3級の重度被災労働者が、介護に配慮した

住宅の新築、購入または増改築を行う場合に、年3 %
の固定金利、 10～15年以内の償還期間という条件

で、最高限度額5∞万円の貸付を行うとい突のであ

る。具体的には、段差の解消、手すりの設置、車いす

に配慮した廊下、洋式で広いトイレ、入浴しやすい浴

槽などの工事のほか、移動用リフト、障害者用浴槽、

ホームエレベーターなどの障害者用機器の設置工事

などが対象となる。

④は、労災ケアサボーターを、労災特性及び介護

制度などについての研修を受講させたうえで、各都

道府県の労災年金相談所(室)に介護に関する各種

相談援助業務に携わる職員として配置するとい洪>

ので、現在、約70名の相談員が配置されているとい

っ。

このように拡充されたさ詰まな介護対策について

もその有用性・実効性の検証と見直し宅湾えていく

必要がある。

なお、 4月1日;施行の改正労災保険法第2次施行分

としては、①介護(補償)給付の創設のほかに、②遺

族(補償)年金の郵合資格者の子等の年齢要件の緩

和、③海外派遣者¢特別加入制度の改善も施行さ

れているが、くわしい内容は後掲の施行通達を参照

されたい。

また、労災保険法施行規郎に介護(補償)給付に

関する規定を盛借主んだ3月1日付け労働省令第6号

によって、労働保険の保険料の徴収等に関する法律

施行規則の改正も行われている。これは、改正法の

「メlルト制の特例の創設」及び「労働保険料の申告・

納付期限の延先に関する事項の細部内容を規定し

たもの。具体的には、①メリット制の特例の対象となる

事業主は常時300人以下の労働者を使用する事業

主とすること、②労働保険料の申告・納付期限を5 0日

(現行は4 5 日)とすること、 @ ｝正納できる概算保険料を

40万円(現行18万円)(労災保険または雇用保険の

みに係引呆倹関係が成立している事業については

2日万円(現行9万円)以上とすることなどであり、①は

1997年3月31日、 @溜ま1997年4月1日から施行され

ることになっている(改正労災保険法全体について

の解制瞬間参照) 。

基発第 95号
平成8年3月1日

都道府県労働基準局長殿
労働省労働碁準局長

労働者災害補償保険法等
の一部を改正する法律の
施行(第2次分)について

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

(平成τ年法律第35号)Iこよる労災保険制度¢改正の

大綱については、既に平成7年3月23日付け労働省

発基第25号をもって労働事務次官より通達されたと

ころであるが、今般同法の一部が平成B年4月I白か

ら施行されるとともに、労働者災害補償保険法施行

規則等の一部を改正する省令(平成伴労働省令第

6号)が制定され、同日から施行されることとなった。

ついては、下記事項に留意の上、事務処理に遺憾

なきを期されたい。

なお、労働者災害補償保険法等の 部を改正す

る法律中平成7年8月1日施行及び平成8年4月1日施

行に係る部分以外¢部分の樹子については、施行の

都度おって通達する。

(注) 法令の略称は次のとおりである。

改正法=労働者災害補償保険法等の一部を改正

する法律(平成7年法律第35号)

法=労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第5 0

号)

旧法=改正法第1条による改正前の労働者災害補

償保険法

新法=改正法第1条による改正後の労働者災害補

償保険法

改正省令=労働者災害補償保険法施行規則等
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の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6

号)

労災則=労働者災害補償保険法施行規則

|日労災則=改正省令第1条による改正前¢労災則

新労災則=改正省令第1条による改正後の労災則

一酸化炭素中毒則=炭鉱災害による一酸化炭素

中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和4 2

年労働省令第2 8号)

l日一酸化炭素中毒則=改正省令第3条による改

正前の一酸化炭素中毒則

新一酸化炭素中毒則=改正省令第3条による改

正後の一酸化炭素中毒尉
整備員rJ=失業保険法及び労働者災害補償保険

法の一昔日を改正する法律及び労働保険の保険

料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省

令の整備等に関する省令(昭和47年労働省令

第9号)
旧整備貝rJ=改正省令第4条による改正前の整備則

新整備貝rJ=改正省令第4条による改正後の整備則

第1介護補償給付及び介護給付の創設

1 改正の趣旨

高齢化、核家族化等により、重度被災労働者は家

庭で十分な介護を受けることが困難になってきてい

ることから、民間事業者等から介護サービスを受ける

必要性が一層高まり、その費用負担が増大するおそ

れがある。

他方、近年の人身傷害に係る民事損害賠償の状

況をみると、重度の障害を負った者¢介護に当たっ

ている親族等による介護労働に対する金銭的な評

価は高額化してあ旬、慰謝料を上回り、逸失利益に匹

敵する例V少なくないなど、損害額算定の重要な要

素とされてきている。

また、 Eρ 第 121号勧告においては、常時他人の介

護を要する場合においては、その援助又は付添いの

ための合理的な費用を支払うための措置がとられる

べきであるとされている。

以上の状況を踏まえ、労働災害によって被った損

害の填補を行ヨという労災保険制度の本来の趣旨に

かんがみると、労働災害の結果として、労働者が介護

を要する状態となり、それによって生じた介護を受け

ることに伴う費用の支出等の損害については、単なる

附帯的事業としてではなく、労災保険で当然に填補

すべき損害として位置付けて給付を行うことが適当

であるとの考えにより、保険給付として介護補償給付

及び介護給付を創設することとされたものである。

2 改正の内容

(1)介護補償給付の支給要件(新法第 12条の8関

係)

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年

金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利

を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事

由むなる障害であって労働省令で定める程度のtの

により、常時又凶誼時介護を要する状態にあり、かつ、

常時又は随時介護を受けていると起こ、当該介護を

受けている問、当該労働者に対し、その誇求に基づ

いて支給される。

ただし、当該労働者が身体障害者療護施設等に

入所している問は支給さわほい。

(2)介護補償給付に係る障害の程度(新法第18条

の3の2及び別表第3関係)

イ 介護補償給付に係る障害の程度の基本的な考

え方
介護補償給付に係る障害の程度の区分に当たっ

ては、まず、新労災則別表第1障害等級表に規定され

る身体障害及び別表第2傷病等級表に規定される障

害の状態において、常に介護を要するもの又は随時

介護を要するものとされている身体障害又は障害の

状態については、介護補償給付の支給に当たって

もそれそ、れ常時介護を要する状態にあるもの文は

随時介護を要する状態ごあるものとして位置付け、こ

れに該当しない障害等級第1級に;規定される身体障

害又は傷病等級第1級に規定される障害の状態につ

いては、 A D L (日常生活動作能力)基準に基づ、き、介

護を要する状態を区分することが適当である。

このような考え方に基づき、介護補償給付に係る障

害の程度は新労災則別表第3のとおり定められたも

のである。

ロ常時介護を要する障害の程度

常時介護を要する障害の程度に該当するをのは

次のとおりであるc

①嘩害等級第1級第3号に規定する身体障害又は

傷病等級第1級第1号に規定する障害の状態

②障害等級第1級第4号に規定する身体障害又は

傷病等級第1級第2号に規定する障害の状態

③①及て均以外の障害等級第1級に規定する身

体障害又は傷病等級第1級に規定する障害の状

態のうち、重複障害等嘩害の状態が特に重篤で

あって、①又は②と同程度の介護を要する状態に

あるもの

具体的には次のとおりとする。

a 両眼が失明するとと抗、別表第1第 1i級若しく

は第2級又は別表第2第1級若しくは第2級に該

当する障害を有するもの

b 両上肢の用を全廃し又はひじ関節以上で失

うとと抗、次の障害を有するもの

-岡下肢の用を全廃しているもの

-両下肢をひざ関節以上で失ったもの

.両下肢を足関節以上で失ったもの

両上肢を腕関節以上で失ヨとともに両下肢の

用を全廃し又はひざ関節以上で失ったもの

c そ¢他これらと伺程度以上の介護を要する障

害を有するもの

なお、全国斉一的な運用を図るため、dこ該当す

るι思われる事案については、地方局署は本省に

照会するとと制こ、本省に設置する、医師等によ明書

成する検討会において必要に応じて検討するもの

とする。

ハ随時介護を要する障害の程度

随時介護を要する樟害の程度に該当するものは

次のとおりであるロ

①障害等級第2i級第2号の2に規定する身体障害

又は傷病等級第2級第1号に規定する障害の状態

②障害等級第2級第2号の3に規定する身体障害

又は傷病等級第2級第2号に規定する障害の状態

③障害等級第五級に規定する身体障害又は傷病

等級第I級に規定する障害の状態であって、ロに

掲げる障害の状態に該当しないもの

(3)介護補償給付の支給額(新労災則第四条の3の

4関係)

イ支給額

介護補償給付は月を単位として卦告されるこむとさ

れており、その額は、一月につき、次に掲げる被災労

働者の区分に応じ、それぞれ次のとおりである。

①常時介護を要する被災労働者

a その月に費用を支出して介護を受けた日が

ある場合 (bの場合を¢ぞく。)

その月において介護に要する費用として支出

された額(その額が、 105,080円を超えるときは、

105,080円とする。 )

b その月に費用を支出して介護を受けた日がな

い場合又は介護に要する費用として支出された

額が5 7 ,050円に満たない場合であって、親族等

による介護を受けた日がある場合

57,050円(支給すべき事由が生じた月におい

て介護に要する費用として支出された額が57,

050円に満たないときは、当該介護に要する費用

として支出された額とする。)

②髄時介護を要する被災労働者

a その月において費用を支出して介護を受け

た日がある場合 (bの場合をのぞく。)

その月において介護に要する費用として支出

された額(その額が5 2 ,540円を超えるときは、 52,

540円とする。 )

b その月に費用を支出して介護を受けた日が

ない場合又は介護に要する費用として支出され

た額が, 2 8,5 30円に満たない場合であって、親族

等による介護を受けた日がある場合

28,5 30円(支給すべき事由が生じた月におい

て介護に要する費用として支出された額が28,

530円に満たない誌は、当該介護に要する費用

として支出された額とする。)

ロ 支給開始時及び支給終了時の給付

その月に費用を支出して介護を受けた日がある

場合については、支給すべき事由が生じた月から、

支給すべき事由が消滅した月まで各月において介

護費用として支出された額を算定して給付を行突>

のとする。

また、その月に費用を支出して介護を受けた日が

ない場合であって、親族等による介護を受けた日が

ある場合については、①介護費用を支出しないで親

族等による介護を受け始めた月において僻右付を行

わず、その翌月から給付を行うこととし、②介護費用

を支出しないで親族等による介護を受けることカザよく
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なった月については、 1月分の給付を行突のとする。

(心介護補償給付の支給対象とならない施設入居

者の範閤(新労災則第 18条の3の3関係)

イ規定の考え方
介護補償給付については、新法第 12条の8第4項

により、身体障害者療護施設等の施設に入所してい

る聞は卦合しないこととされている。これは、①当該施

設において十分な介護サービスが提供されることか

ら被災労働者は親族等から介護を受ける必要がな

く、②当該介護サービスに相当する費用が徴収され

ていないため、当該施設に入居している被災労働者

については、そもそも介護補償給付を支給する, e : ; 、要

かないからであり、この旨があらかじめ法令上明示さ

れているものである。

ロ 支給対象とならない施設

①身体障害者療護施設

身体F章害者福祉法第30条に規定する、常時介

護を必要とする身体障害者に対して治療及び養

護を行う入居施設

②身体障害者療護施設に準ずる施設として労働

大臣が定めるもの

a 特別養護老人ホーム

原則として65歳以上の者で、身体上又は精神

上著しい障害があるため常時介護を必要とし、

屑宅でこれを受けることが困難な者の入居施設

b 原子爆弾被爆者特別養護ホーム

被爆者であって、身体上文は精神上著しい障

害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅

においてこれを受けることが困難な者に対して、

必要な介護、健康管理及び医療を提供する施

設
c 労災特別介護施設

重度被災労働者に対して必要な介護を提供

する入居施設

d その他親族等による介護を必要としない施設

であって、当該施設において提供される介護に

要した費用に相当する金額を支出する必要の

ない施設として労働大臣が定めるをの

ただし、これに該当する施設は現在のところ

定められていない。

③病院又は診療所

老人保健施5量は、老人保健法(昭和 5 7年法律第

80号)第46条の17の規定によゆ丙院又は診療所に

含まれる。

(5)介護補償給付の請求手続(新労災員JI第 18条の

3の5関係)

イ請求方法

介護補償給付の請求は、被災労働者が所轄労働

基準監督署員こ介護樹賞給付芸談合請求書(以下「請

求書」という。)に必要な書類を添付して提出すること

によ開決のである。

また、介護を要する状態に変更が生じた場合に介

護補償給付を請求するときは、新規に同給付を請求

する手続と同様の手続を行突Jのとする。

なお、介護補償給付の初回の請求は、障害補償年

金を受ける権利を有する者については、障害補償年

金の請求と同時に、又はその請求後に行先のとし、

また、傷病補償年金を受ける権利を有する者につい

ては、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に

行先のとする。

ロ請求書に添付する書類

介護補償給付の請求の際に添付する書類は以下

のとおりである。

①障害¢部位及び状態並びに当該医聖書を有する

ことに伴う日常生活の状態に関する医師文は歯科

医師の診断書(以下「診断書」という。)

②介護に要する費用を支出して介護を受けた日

がある場合にあっては、費用を支出して介護を受

けた日及び当該支出した費用の額を証する書類

③被災労働者がその親族等により介護を受けた

日がある場合にあっては、当該介護に従事した者

の当該介護の事実についての申立書

ハ診断書の添付と定期報告書との関係(新労災則

第 21条関係)
継続して2回目以降の介護補償給付を請求する

者については、診断書の添付を要さないものとし、そ

のうち障害補償年金の受給者にあっては、新労災則

第21条に規定する定期報告書に、障害を有すること

に伴う日常生活の状態を記載した診断書を耐せする

ものとする。

(6) 未支給の保険給付

介護補償給付を受ける権利を有する者が死亡し

た場合において、その死亡した者に支給すべき介護

補償給付でまだその者に支給しなかった毛のがある

ときは、死亡した者の遺族は当該すべての月分の介

護補償給付を未支給の保険給付として請求できるも

のであるロ

請求に当たっては、未支給の保険給付支給請求

書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付することと

するが、介護補償給付受給者に係る遺族補償給付

又は葬祭料こついて併せて遺族却苅古請求があっ

た場合は、当該保険支給請求のため提出する書類

その他の資料で重複するものについては重ねて提
出する～,、要はないものとする。

イ 死亡した受給権者の死亡診断書、死体検案書

又は検死調書に記載してある事項についての市

町村長の証明書等死亡の事実及び年月日が証

明できる書類

ロ 死亡した受給権者と未支給給付の請求権者と

の身分関係を証明し得る戸籍の謄本又は抄本

ハ死亡した受給権者と未支給給付の請求権者と

が内縁関係にあった場合は、その事実を証明し得

る書類

二死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを

証明し得る書類

ホ死亡した者が請求書を提出していなかった場

合は、死亡した受給権者が提出すべきであった請

求書

(7)支給制限

イ故意の場合

労働者が故意に傷病等の原因となった事故を生

じさせた場合は介護補償給付の支;給は行われない

ものである。

ロ故意の犯罪行為、重過失又は療養に関する指

示違反の場合

介護補償給付については、労働基準法第78条(休

業補償及問嘩害補償¢例外)の規定に該当しないこ

とから、支給制限の対象としないものとする。

(8)費用徴収

イ 不正受給者からの費用徴収

介護補償給付における不正受給者からの費用徴

収における徴収する徴収金の金額は、保障え給付を受

けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他の手段

により給付を受けた部分に相当する価額とする。

ロ 事業主からの費用徴収

法第25条第1項第1号から第3号までに該当する事

故について保険給付を行う場合は、労働基準法の規

定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に

要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業

主から徴収することとなっているが、労働基準法上の

規定のない介護補4鄭合付については費用徴収は行

わないものとするロ

(9)時効(新法第42条関係)
介護補償給付¢時効は2年である。なお、開1:::卦古

決定のあった保険給付の支払請求権は、会計法第

31 ｝条の規定により5年である。

(10)損害賠償との調整

介護補償給付と損害賠償との調整こついては、当

分の問、次に定める方法l之よ情実>のとし、介護補償

給付に係る嘩害補償年金又は傷病補償年金の支給

事由となる障害の原因となる負傷又は疾病が平成8

年4月1日以後に発生したものについて適用するo
イ 第三者行為災害における民事損害賠償と介護

補償給付の支給調整に関しては、求償(法第12'条
の4第1項)の場合には、実際に行った保険給付の

価額の限度で「第三者行為災害事務取扱手引」

第2章第3節「求償Jに準じて行い、控除(同条第2

項)の場合には、介護損害に対する民事損害賠償

額のうち介護補償給付に見合引面額の限度で同

手引第2章第2節「控除Jに準じて行突のとする。

ロ 事業主による民事損害賠償が行われた際の介

護補償給付の卦捌強調しては、介護補儲合付

は、介護損害に対する民事損害賠償額のうち介護

補償給付に見合噸の限υ度で支給調整を行突の

とし、同給付に係る障害補償年金又は傷病補償年

金の調整対;割合付期間と同ーの期間について、

「民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の

支給調整に関する基準(労働者災害補償保険法

第 6 4条第2項関係)Jに準じて支給停止を行突の

とする。

(11) I日一酸化炭素中毒則による介護料の取扱い(改

正省令第3条、新一酸化炭素中毒則第7条及び改

正法附則第8条関係)

旧一酸化炭素中毒郎の介護料に関する規定は廃
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時集〆介護婦償給付［iiJ創設芯-議長沼山渓お良山辺自山川ヨ定2羊週

止されるが、樹子日前において、改正法による改正前

の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別

措置法(昭和42'年法律第92号)による介護料を受け

る権利を有していた被災労働者については、当該介

護料又は介護補償給付のいずれかを受けることが

できるものである。

(1 2)労働福祉事業に係る介護料の廃止について

昭和55年4月5日付け基発第165号「介護料の支給

についてJは、平成8年3月 31日をもって廃止するロ

なお、平成8年3月 31日までに卦合すべき事由の生

じた介護料については、従前の例による。

(1 3)特側諸る保険給付(改正省令第4条及び新整

備貝JI第8条関係)

介護補償給付についても暫定任意適用事業にお

ける特例はる保険給付の対象となるが、この場合に

おける介護補償給付に係る特別保険料の徴収期間

は、当該介護補償給付に係る障壁害補償年金又は傷

病補償年金に係る特別保険料の徴収期間とするも

のである。

3 施行期日及び経過措置

(1)施行期日(改正省令附則第1条関係)
この改正は、平成8年4月1日から施行される。

(2)介護補償給付の支給事由の生じた月における

支給額算定方法に関する経過措置(改正省令附

則第2条関係)

施行目前に介護樹賞給付に係る障害補償年金又

は傷病補償年金の卦合事由はる障害の原因むなる

負傷又は疾病に関する療養を開始した者について

は、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日

があり、かつ、その月に介護に要する費用として支出

された額が常時介護を要する障害の程度の場合に

あっては5 7 ,050円、随時介護を要する障害の程度の

場合にあっては28,530円に満たない場合であっても、

平成8年4月分の介護補償給付の給付額は、常時介

護を要する障害の程度の場合にあっては5 7 ,050円、

随時介護を要する障害の程度の場合にあってはお,

530円とする毛のである。

(3)介護補償給付に係るメリyト制の算定方法に関

する経過措置(改正省令附則第3条関係)

介護補償給付についてもメリyト制の算定の対象と

なるが、施行目前に介護補償給付に係る障害補償

年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原

因げよる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に

卦合される介護補償給付の額は、メリット制の算定の

対象としないをのとするものである。

4 介護給付の取扱い(改正省令第18条の14、第

18条の15及び第21条関係)

介護給付に関しては、 2(10)及び3(3)をのぞき、介

護補償給付に準じて取り扱うをのとする。

第2 遺族補償年金及び遺族年金の受給

資格者の子等の年齢要件の緩和

1 改正の趣旨及び内容

(1)改正の趣旨
死亡した労働者の子、孫及び兄弟姉妹の遺族(補

償)年金の受給資格は、当該遺族の稼得能力の観点

から満 18歳に達したときに失われるとされているが、

最近の中学卒業者の高校等への進学率はほぼ1∞

パーセント(平成5年 97.7パ｝セント)に達していξなど

高校への進学は一般化しており、一般に高校卒業時

(満 18歳に達する日の属する年度の3月31日)ま自立

就学のため事実上稼得能力はないと考えられる。

このため、被災労働者の遺族について、より一層の

生活の安定を図っていくとの観点から、遺族(補償)

年金の受給資格者となる遺族のうち子等の受給資

格に係る年齢要件を緩和することとされたものであ

る。

(2) 改正の内容(新法別表第1関係)
遺族(補償)年金の受給資格者となる遺族のうち

子、孫及び兄弟姉妹の年齢要件従前満18歳児、満

18歳に達する日以後の3月31日までとするものであ

る。

2 施行期日(改正法附則第1条関係)

この改正は、平成8年4月1日から施行される。

第3海外派遣者の特別加入制度の改善

1 改正の趣旨

日本国内から海外に派遣される労働者について

は、昭和 51年改正で導入された海外派遣特別加入

制度により保護の対象とされているが、近年、急激に

増加している現地法人の代表者等として派遣される

者については、対象とならないこととされている。

しかしながら、海外の中小事業の代表者等として

派遣される者は、国内の中小企業事業主の場合と司

様、事業主が労働者とと抗労働者が従事す砕業

と同様¢作業に従事する場合が多く、労働者に準じ

て保護する必要性が高いと考えられる。

このため、国内の中小事業主については特別加入

が認められているこ辻の均衡等を考慮して、派遣先

の事業の代表者等として派遣される者について宅婦

別加入の対象とすることとされたものである。

2 改正の内容(新法第2 7条第7号関係)

派遣先の海外の事業が中小企業(使用する労働

者数が常時3∞人(金融業、保険業、不動産業、小売

業又はサービス業においては5日人、卸売業について

は1∞人)以下であるもの。以下同じ。)に該当するとき

は、当該事業の代表者等であっても、実質的には労

働者に準じて保護す刊さ引先況にあることから、国内の

中小企業事業主等と同様に特別加入の対象とする

ものである。

3 海外派遣者の特別加入制度の対象者の拡大

に伴う留意点

今回の改正により新たに海外派遣者の特別加入

制度の対象むなる派遣先の海外の事業の代表者等

の取扱いについては、基本的日こは昭和 5 2年3月30日

付け労働省発労徴第21号・基発第192号(以下「基

本通達Jという。)によるこむ比るが、当該対象者カ従

来の対象者と異なる性格を有する者であること等に

かんがみ、留意すべき点は次のとおりであるロ

¥1)特別加入対象者
基本通達記の10の(1)に加え、派遣先の海外の事

業が中小企業に該当する場合に限り、当該事業に従

事する者であってその代表者(例えば、現地法人の

社長)等一般的に労働者としての性格を有しないと

考えられるもの(以下「海外派遣計四事業主等Jとい

う。)について弘特別加入することができ石切である

こと。

(2)派遣先の事業の規模

特別加入の対象者が海外派遣される事業主等で

ある場合には、派遣先の事業の規模について確認を

行うこと:が必要むなるが、この派遣先の事業の規模の

判断については、海外の各国ごとに、かつ、企業を単

位として判断することとし、その取扱いについては、

国内における中小事業主等¢特別加入の場合に準

ずること。

また、派遣先の事業の規模の把握に当たっては、

派遣元の事業主から派遣先の労働者に係る労働者

名簿、派遣先の事業案内書等の資料の提出等を求

めること。

(3) 特別加入対象者の具体的範囲及び海外で従

事する業務の内容

イ 基本通達記の10の(3)によ仏海外派遣される事

業主等についても派遣元の事業主が申請書に添

付して提出する名簿(申請書別紙)に搭載されるこ

とによって、特別加入者となること。

ロ この場合、基本通達記の 10の (4)にかかわらず、

名簿の「海外で従事する業務の内容」欄には、派

遣先の事業における地位、当該派遣先の事業の

種類及び当該事業に係る労働者数も記載させるこ

と。

ハ基本通達記の10の (4)なお書起こより、特別加入

者の業務の内容に変更のあった場合にも変更届

が必要とされているが、海外の派遣先の事業に従

事する労働者であって特別加入しているものが海

外派遣される事業主等となり引き続き特別加入さ

せようとする場合又はその逆の場合についても、こ

才リこ該当するので、変更届(新告示様式第34号の

12)を提出しなければならないこと。なお、この場合

の取扱いについてもロに準ずること。

(4) 業務上外の認定基準等

海外派遣される事業主等として特別加入している

者の災害の業務上外の認定については、基本通達

記の10の (6)にかかわらず、国内における中小事業

主等¢特別加入の場合に準ずること。また、通勤災害

の認定についても、圏内における中小事業主等の特

別加入の場合に準ずること。

(5)保険給付

海外派遣される事業主等に係る保険給付の取扱

いについては、基本通達記の1日の (7)によることとす

るが、この場合、派遣先の事業の事業主の証明書を

添付させる必要はないこと。

4 施行期日(改正法附則第1条関係)

この改正は、平成8年4月1日から施行さ 陪T明
れる。～通
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強い反論と批判を浴びたものであった。

しかし、労働省はこの改訂治療指針を医学的根拠

として6 2時通達を発出し、「適正給付管理」の名の下

に患者に対する症状調査、主治医に対する所見書、

意見書等の提出強要、診療費の査定・抑制強化等を

強引に押し進めたのであった。これ以降、振動病患

者、特に長期療養患者に対する治ゆ(=症状回定)処

分は一挙に激化し、 1988年から1990年にかけては全

国で毎年数百人規模の打ち切研究撃が行われ、症状

固定とされた被災者の中から自殺者が出る等社会問

題化するに至った。

こさむた打ち切研究撃の激化に対して、振動病患者

を多数かかえる全山労等の労働団体・患者団体は、

全国的に大規模な抗議運動を展開するとと制こ、労

働省に対する交渉を粘り強く繰り広げ、また、国会内

でも社会党をはじめとする野党の政府追及が強まる

中で、晶終的に労働省としても従来の一方的かつ大

量の打ち切り強行姿勢を事実上軌道修正せざるを

得なくなり、 1990年1 0月にいたって基発第664号通達

が発出された。この664号通達は、「主治医意見の尊

重」の原則を再確認し、その上に立って、従来の書面

による症状調査、局医協議会による治ゆ決定方式か

ら、主治医との面談lこよる調査方式へ¢転換、症状安

定者に対する経過観察制度(最長6か月間)(f;新設、

治療中断による症状悪化者には治療再闘を認める

等、これまで他の職業性疾病においては獲得できな

かった極めて画期的な内容を含むものであった。

この664号通達の施行によって、一方的な打ち切り

攻撃に一定の歯止めがかかり、それまでのよヲ注大量

の症状固定処分ぽ一時影をひそめた。しかしながら、

その後数年間が掛j与する中で、再て長多くの問題が生

じてきた。その主なものは、①症状の軽・重に関係な

く、実際には治療歴の長い者から打ち切っが強行され

ている、②耀過観察(=治療中断)によって症状が悪

化した場合でも「一定の変動の範囲内である」とされ

て、主治医意見が無視されている、@症状固定後も

治療が必要な患者に対して、現行アフターケア制度

では十分な治療が保証されていない、@現在¢嘩害

等級では振動病患者の残存障害を正確に評価でき

る｛士組みとなっていない、告准会復帰・職場復帰施

策が決定的に不十分である、等で、これらの問題が

明らかになE乙つれ、全国各地でトラブルが多発する

よヨこな以特に北海道をはじめ振動病患者が多い地

方では再び事態は深刻な様相を呈するこむとt,"った。

この間、全国安全センターは、労働者住民医療機

関連絡会議と合同で「振動病フ。ロジェクト」を設置し、

振動病の治療・補償をめぐる諸課題の検討を進めて

いたが、森林労連からの依頼を受けて、 1993年から

1994年にかけて症状固定むなった患者の追跡調査と

再検診を行い、その結果を1994年7月に『慢性期振

動病における調査研究』として公表。その中でも症状

固定者の大半が現在宅浴お強い症状を有し、検診結

果でも治療中の者と比べ同程度かそれ以上の異常

所見が認められており、労働省の行政処分が何ら医

学的根拠をもたないものであることが裏づfftられた。

こラした状況を受けて、振動病をめぐる問題点の再

整理と全国的行動の必要性が提起され、森林労連

は1994年秋の定期大会において全国的な運動を起

こすことを決定した。その後、向年1 0月の社会党国会

調査団の北海道・九州での現地調査を踏まえて、森

林労連は労働省に対して、a:客観的な治ゆ認定基

準の策定、③Jハビリ就労制度及. ' [ ) ( f士会復帰対策の

確立、③一定年齢加歳)以上¢補償制度の見直し、

@障害等級基準の改定、⑤総合対策確立までの問

の打ち切り凍結、の5項目の要求を提示し、本格的な

交渉に入った。労働省との交渉は1994年末から1995

年春にかけて1C激固にわたって積み重ねられたが、

これと併行して全国安全センター・労住医連も振動

病合同フ。ロジェクトを開催し、医療現場の見解を集

約して交渉の場へ意見反映するように努めた。また、

1995年には労働省による四国・北海道のリハビリ訓

練作業現地調査が行われる等、現状解決のための

集中的な行動と交渉が展開された。これらの行動と

交渉の積み上げの結果、よラゃく1996年1月25日付け

で振動病に関する新通達(基発第35号通達及び事

務連絡第1号)が発出されるに至った。

この35号通達の主な内容は、以下の諸点である。

①重症者の「目安」を設け、これに該当する者は

当分の問、症状調査対象者から除外することとし

安全センター情報96年5月号 15

』と『 f,:t JI:

経過観察期間は1年間に

三宅正之
(社)北海道労由民害ー職草病研究対軍センター

労働省は、 1996年1月25日付けで振動病に関する

新しい通達(平成8年1月25日付け基発第35号「振動

障害に係る保険給付の適正化についてJ)及び事務

連絡(向日付け事務連絡第1号「振動障害に係る適

正給付管理対策の運用についてJ)を発出し、従来、

1986 (昭和61)年の基発第6 2 9号通達や1990(平成2)

年の基発第664号通達等によって行われてきた振動

病に関する「適正給付管理」対策を一部見直し、同

日付けで施行した。

新通達の骨子は、①重症者に対する目安基準を

設けて、これに該当する者は、当分の問、症状調査対

象者から「除外」することとしたこと、@経過観察期間

を従来の6か月聞から最長I年聞に延長したこと、③

経過観察(=治療中止)による「症状悪化」に関する

目安基準を設けて、治療再開の道を開いたこと、等

である。また、こ¢新通達と併せて、平成8年度予算の

中で、振動病被災者が症状固定ゲょった後の措置と

して、①生活転換を容易ならしめるために「振動障害

者社会復帰援護金」制度を拡充して、症状固定者全

員に対して一時金を支給する、 ci同じく「振動障害者

雇用援護金j制度を拡充して、司l鯨・講習費用、指導

員委託費用等の支給を新設する、③漉状固定後宅従

来の治療をほぼ継続できる主うこ現行アフターケア制

度を大幅に拡充する、等の新規対策が計上されてお

り、予算成立を待って施行に移される予定である。

近年とみに行政当局による振動病患者の「治ゆ(症

状固定)J決定処分をめぐって、行政当局と主治医、患

者、労働団体との聞でトラブルが頻発しているが、こ

のたびの新通達は、従来「治ゆ」決定の根拠があいま

いf芯ぷま詰まに打ち切切畑E分だけカ全清斉寸=ゴq強童桁行されてきた

ことに対して

設けることによつて恋意的な打ち切り攻撃に一定の歯

止めをかけたモのであり、症状固定後のアフターケア

の充実や社会復帰策¢拡あと合わぜて、振動病の治

療・補償・社会復帰を含めた総合対策の確立に向け

て一歩前進した毛のと評価できるものである。

振動病患者に対する打ち切り攻撃は、 1986(昭和

61)年の基発第629号通達(f振動嘩害に係る保険給

付の適正化についてJ)によって開始された。この629

号通達に先立ち、同年5月に「振動障害の治療等に

関する専門家会議」による『改訂治腐旨針』が公表さ

れたが、この氏名すら不詳の「専門家JI;::よる『改訂治

療指針』立、振動障害の病像を、抹消循環障害、末梢

神経障害、運動器障害の局所3障害に限定した上

で、十分な臨床例の検討y,"いままに治療効果を2年
ないし4年までに限るという極めて偏った暴論であり、

当時、治療の第一線を担う臨床医をはじめ各界から
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たこと。

ここでいう重症者の「目安」品立、抹消循環障害 (V)
の症度区分にれはs(自覚症状・身体所見)とL (検
査成績)とで表示する)がS2I2、 S2口、 S3ロ、 S3L3の

いずれかで、かつ末梢神経障害 (N)の症度区分が

S2L3、 S3ロ、 S 3口のいずれかに該当する者とされた。

わかりやすく言えば、 V[S( )L( ))、 N[S( )L( ))の4 

つの数字が2.2.2.3以上カヨ.2・3. 2 f - A上の者が重症

者に該当するわけで、これらの者は当分の問は調査

対象から外され、療養に専念できるということだ。

また、 「目安」として示されているものではないが、

事務連絡第1号で、症状調査対象者とは「原則として

4年以上療養継続している者のうち、その聞の検査

成績等から判断し、その症状が安定し又は改善され

ず、これ以上治療を行っても治療効果が認めら村よ

いι思われる者」としていることからも明らかなよう之、

症状が安定していない者、療養効果が認められる者

は当然に調査対象から除外されるものと理挽草される。

②経過観察中は原則として治療を中止すること

を明記するとともに、合わせてその期間を従来の

『最長6か月jから『最長12か月JIこ延長することと

したこと。

これにJゴO、経過観察制度は治療を中止することに

よって症状が悪化するか否か判断するための制度

であることが明確となり(従来は治療するか否カ斗主主

治医の判断に委ねられていたため、経過観祭の趣旨

を理解しない主治医の下では、治療が継続されたま

ま経過観察期間が終了された例が見受けられた)、

合わせて症状が悪化する寒冷期も含めて1年間の経

過観察が実施されることとアょった。

③経過観察による症状悪化の「目安』基準を設

け、症状か悪化した場合I主治療再開・継続を認め

ることが明記されたこと。

ここでいヨ主状悪化の「目安」とは、 ( 1 )抹消循環障
害(V)及び末梢神経嘩害( N )の検査成績( L )がいず

れも1以上悪化したことが明らかに認められた場合、

。)抹消循環障害(V)及び末梢神経障害(N)の検査

成績( L )のいずれかが1以上悪化したことが明らか

に認められた場合であって、そのことによって前記の

「重症者」の症度区分に該当することとなった場合、

の2つとされた。

以上の3点が35号通達の骨子である。この新通達

は、当初のわ和はつれの要求を十分に満たすものでは

ないが、少なくとも従来のよ弛画一的・無差別の打ち

切りをやめさせ、空洞化していた経過観主主制度に本

来の意義を取り戻させた点は、大きな前進面として評

価できるものと言えようロ

しかしながら、今後、こ。 ) 35号通達に基づいて患者

の症状調査が行われていく場合、その運用面ではい

ろいろと残された課題が多いロ

その第1は、重症者の「目安」と会る症度区分をどの

時点で判断するかという問題である。労働省との交

渉経過からみて、本来は過去4年間の症度を参考に

して「目安Jに該当するか奇かを判断するのが当然と

思われる(換言すれば、過去4年間の聞に重症者の

「目安Jに該当したことがあった場合は、調査対象か

ら除外すべきということになる) 。しかし、 35号通達と事

務連絡第1号ではこの点について記述がなく、げんに

労働省も直近の症度で判断するtのと解釈し、各県

労基局に指示しているようである。しかし、これでは、

過去4年間のうち3年間の症度区分が重症者の「自

安」に該当していながら直近の検査で初めて「目安」

からはずれただけで直ちに調査対象者となってしま

うまか、その逆に直近の検査で初めて重症者に該当

することになった者にラした症度区分の悪化は実際

にしばしば見受けられる)は調査対象から除外される

ことになるといった不合理が想定される。

第2に、苦痛に対し我慢強い患者等の中には自覚

症状 (S)と検査成績 (L)との事離が見受けられる場

合があるが、例えばV[S(1)L(3))、N[S(1)L(3))とい

ヲ主度区分の患者が経過観察に入ったケースでは、

たとえ治療中断によって症状が悪化しでもUまこれ以

上悪化しょうがないために治療再開が認めら才ほい

ことになる。自覚症状の悪化を含め、本来、主治医の

総合的判断が尊重される余地を残すべきである。

第3に、経過観察による症状悪化をどの時点の症

度と比較するのか、という問題がある。労働省は、 「直

近の同時期Jと比較するとしているようだが、そのた

めには常に各季節毎に検査を実施して適正な症度

区分をつけておく必要がある。労働省は、少なくとを夏

季と冬季じた年2回程度検査を実施して、そ¢結果を

所見書で定期的に報告させるとしているが、実際に

は各院所で定期的に検査を行えるか率直に言って

疑問がある。

こさした問題については、中央レベルでは未解決と

なったが、今後実際の運用に際して、地方ごとに有利

な状況を作り出すよう詰めていく必要がある。

また、現行の治療・補償制度のさまざまな矛盾や課

題について、今回の交渉で壮十分解決するに至らな

かった。前述したよヨ二平成8年度予算の中で、症状

固定後の一時金の拡充、社会復帰援護策の一部改

善、アフターケア制度の充実等については一定の前

進か濁られたが、大台注課題である実効ある社会復

帰援護制度の新設(軽快者及び症状固定者に対す

る雇用の場の具体的創出)については、平成9年度に

一定の成案を得ることを目途に継続交渉することと

なったほか、振動病の病像問題(改訂治療指針の見

直し)、療養補償と休業補償制度のあり方の再検討、

現行嘩害等級制度の抜本的改革、等は当面先送以と

なり、ヲ倍続き取哨みの課題として残されるこむ拾っ

た。今後、これらの課題については、労災保険法の改

正時期をにらみながら、長期的に取倣Eん 町 T甫

でいくことれ必要とされている。 叫1.1.通

基発第35号
平成B年 1月258

都道府県労働基準局長殿
労働省労働基準局長

振動障害に係る保険給付の
適正化について

振動障害に係る保険給付の適正化については、

昭和5 9年8月3日付け基発第391号I適正給付管理

の実施ごついてj及む昭和61年11月28日付け基発

第629号「振動障害に係る保断鮒の適正fりこつい

てJ(改正昭和63年8月31日付け基発第565号、改正

平成2年10月29日付け基発第664号)をもって対策を

指示してきたところである。

しかしながら、振動障害療養者の中には、依然とし

て必要以上の期間にわた明書養を継続する等公正を

欠くとみられるものも少なくない現状にある。

そこで、今般、対策の運用面についての改正を行

い、今後は、下記により振動障害療養者に対する保

険給付の適正化を図ることとしたので、その的確か

つ円滑な推進に遺憾なきを期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、昭和61年11月初日付

け基発第6 2 9号「振動障害に係る保険給付の適正化

についてJは廃止する。

記

1 適正絵付管理対象者

振動障害療養者であって、療養を 1年以上にわたっ

て継続しているものを適正給付管理対象者(以下「管

理対象者」という。 )とし、個別管理を行い、症状経過

の把握に務めとことゐ

2 症状経過の把握

(1)管理対象者の症状経過を的確に把握するため、

労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」

という。 )第19条の2に基づく傷病の状態等に関する

報告書のほか、診療担当医師(以下「主治医」とい

う。 )から定期的(夏季と冬季の2回程度)に「振動障

害診断所見書JC以下「所見書」という。 )を、また、必

要に応じ「振動障害に関する意見書J(以下「意見

書Jという。 )を徴すること。

(2)症状経過の把握に当たっては、昭和61年10月9

日付け基発第585号別添「振動障害の治療指針J

(以下「治療指針jという。 )により定められている症

度区分を把握することが重要であるので、診断書

(労災則第19条の2に基づく:傷病の状態等に関す

る報告書に添付される診断書を含む。)、所見書及

び意見書については、症度区分が記入されたもの

を提出させること。

3 症状調査の実施

(1)症状調査対象者
管理対象者のうち、症状経過等から判断して保険

給付の要否について調査の必要があると認められる

者(以下「症状調査対象者」という。 )については、計

16安全センター情報96年 5月号 安全センター情報96年5月号 17
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画的に調査を実施すること。

(2)症状の犯握

症状調査対象者となった者の症状を的確に把握

するため、主治医等に対する調査を実施するととも

に、必要に応じ症状調査対象者1に対する調査を実施

すること。

(3) 調査結果に基づく区分

症状調査対象者については、その調査結果から

判断して

①療養の継続が必要と認められる者

②一定期間経過観察をする必要があると認められ

る者

③症状固定(治ゆ)と認められる者

に区分し、管理すること。

4 療養の要否等の判断

振動障害療養者の療養の要否等の判断に当たっ

ては、主治医の意見等を踏まえること。

なお、療養の要否等の判断に当たって疑義が生じ

た場合には、地方労災医員協議会に医学的意見を

求めた上で、その後の処理方針を決定することム

5 留意事項

(1)所見書の提出

所見書は、主治医が治療方針を立て、また、治療

実績を経年的に観察するための診断項目を定めた

ものであり、振動障害に係る適正給付管理において

管理対象者の経年的な動向を把握するため必要な

資料であるので、主治医に対してその趣旨を十分に

説明し、提出を求めること。

なお、提出を求めるに当たっては、強制にわたるこ

とのないよう留意すること。

イ 聴取書は原処分庁の判断を裏付ける重要な証

拠と主t..: 1J1号ることから、その作成に当たっては、任

意性と信想性が確保される必要があり、何人¢干

渉も受けることのない状況で作成されなければな

らないこと。

ロ 聴取切立、立会人の意見・要望をf聞く場ではない

こと。

(①医療機関との協力体制の整備

振動障害療養者が治療指針に基づき適切な診断

及び治療を受けられるよう地域ごとに振動障害の治

療が可能な医療機関を把握するとともに、症度区分

の把握が円滑に行われる主ヲ管内の医療機関と¢強

力体制の整備を積極的に図ることゐ

なお、検査成績等から判断して症度区分に疑義が

多く認められる医療機関に対しては、検査方法、症度

区分を判断するに当たっての基準等を確認するこ

と四

振動障害に係る適正給付管理
対策の具体的運用(要旨)

〔症状固定対象者〕

(1) 症状調査対象者の選定

所轄署は、管理対象者であって、原則として4年以

上療養継続Lている者のうち、その聞の検査成績等

から判断し、その症状が安定し又は改善されずこれ

以上治療を行っても治療効果が認められないι思わ

れる者を症状調査対象者とすること。

なお、亙当な理由なく定期的な治療行為を受けて

いないと認められる者、外部からの通報(投書等)に

より調査が必要な者等療養継続に問題があると認め

られる者については、直ちに実地調査を行い療養の

要否の判断を行うこと。

(2) 症状調査対象者からの除外者

症状調査対象者からの除外者については次によ

ること。

イ 療養期間 (4年)にかかわらず主治医が症状が

固定していると判断する者

口 当分の問、症状調査対象者から除外する者の

目安としては、抹消循環障害 (v)が下表の症度区

分の一つに該当し、かつ、抹消神経障害 (N)が下

表の症度区分の一つに該当する者

なお、これらの者についても定期的(夏季と冬季

の年 2回程度)に主治医から所見書を徴すること。

〔経過観察〕

(1)経過観察の趣旨

経過観察とは、監督署長が症状調査対象者のう

ち、治療を止めても症状が悪化しないι思われる者

について、主治医等の意見も踏まえ、治療効果、療養

の要否等を判断するために、一定期間その症状につ

いて観察するものであること。

(訪経過観察期間

経過観察期間は、監督署長が主治医又は局医等

専門医の意見を踏まえ決定するものとし、その期間は

最長12か月とすること。

ただし、経過観察中において、振動工具¢使用や

身体に悪影響を及ぼす行為を行ったことが明らかな

場合等経過観察の趣旨に反するよグよ行為が認めら

れた場合には、経過観察を郎時に中止するとと粉こ、

主治医及び局医等専門医の意見を求め、療養の要

否の判断を行うことム

(3) 経過観察中の診療行為

経過観察中の診療行為は診察、生活指導、検査、

作業療法等を中心に行うこととし、手術、薬物療法、

理学療法等の積極的な治療は原則として中止する

よう主治医に対して説明を行うことロ

なお、症状調査対象者から疲痛等が激しく出現し

た等の自訴がある場合に、主治医の判断で消炎・鎮

痛のための一時的な投薬、注射等を行うことまでも中

止するものではないこと。

(必経過観察中の転医の取扱い

イ 経過観察中における転医については、経過観察

の趣旨が損なわれることのないよう、事前に当該症

状調査対象者から監督署長に連絡させること。

なお、転医に係る取扱いについては、経過観察

の通知文(お知らせ)に記載することで症状調査対

象者への説明は省略して差し支えないこと。

ロ 経過観察中に症状調査対象者古海医した場合

には、監督署長は、転医後の主治医に経過観察中

である旨説明し、引き続き経過観察を実施するこ

と。

この場合の経過観察期間は、転医前の主治医

及び症状調査対象者に通知した経過観察期間の

残期間とすること。ただし、合理的な理由宅なく転医

した場合には、経過観察を終了したものとして処理

するこじとし、主治医の意見を徴した後、局医協議

会等専門医に意見を求め療養の要否の判断を行

うこと。

(5)経過観察中又は経過観察終了時に症状が悪化

した場合の取扱い

イ 主治医は経過観察中又は経過観察終了時に症

状調査対象者の症状が悪化したと判断した場合

には、監督署長に連絡すること。

ロ 主治医から連絡を受けた監督署長は、主治医の

意見を徴した上、所見書等客観的に判断できる医

証に基づきその後の取扱いを決定すること。

なお、この場合、監督署長は主治医の意見が適

当と認める場合には、経過観察を中止し療養継続

として取り扱うこととするが、検査成績等を含む主

治医の意見に疑義がある場合には、必要に応じ受

診命令(鑑別診断)を行った上で局医協議会等専

門医の意見を徴し、その取扱いを決定し、主治医

に連絡することロ

ハ経過観察中又は経過観察終了時に、症状が悪

化したか否かを判断する場合の目安は、抹消循環

障害(v)及び末梢神経障害 (N)に係る検査成績

(L)の症度区分がいずれも1以上悪化したことが

明らかに認められる場合であること。

なお、抹消循環障害 (v)又は末梢神経障害(N)

に係る検査成績(L)の症度区分のいずれかが1以

上悪化したことが明らかに認められる場合であっ

て、症状調査対象者からの除外者に該当すること

となった場合には、療養の継続が認められる者とし

て取り扱うこと。

〔その他〕

本事務連絡を運用するに当たって疑義等が生じ

た場合には、随時、本省あて協議すること。
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ポジチィブ・メンタル
ヘルスの確立を
個人レベルの開題だけでなく
総合的な労働条件対策を

日本労働組合総連合(連合)では、「メンタルヘル

スフのロジェクい報告Jをまとめた。労働組合が志とめた

初めてのメンタルヘルス問題に関する提言としてだ

けでfよく、そのポイン「を「ポジティブメンタルヘルスー

積極的なこころの健康」に置いていることが注目され

る。また、自治体労働安全衛生研究会でも、メンタル

ヘルス対策ワークショップ。を設置し、労働側の取悌坦

み指針の提案に向けて、担当者向けの手引書作成

¢作業が進められている。

以前Eβの『仕事上のストレスの予防」を紹介した

昌之、いくつかのキーポイン!をあげた (94年1月号参

照) 。すなわち、 rr,個人のみを対象記した』調整ー解決

を望む『個人対策』プログラムよりも、作業・作業環境

を改善する方が生産的である」、「組合が参加し、労

使協同の委員会を設置できるかが、成功するかどう

かを明らかに左右するJ、「作業改善の計画や論議に

加わる労働者の数が多ければ多いほど、プログラム

が成功する見込みは大きくなる」、「専門家の意見に

頼って改善を図陥場合は、部分的にしか成功しないJ、
等々である。これらは、メンタルヘルス対策にもまった

く当てはまる(といヨJ : : I ) D ,これからの労働安全衛生対

策は、個別疾患対策・個別課題対策必りも、総合的な

改善をめざす宅のになることのあらわれ、といった方が

よいかもしれない) 。

連合の報告では、メンタルヘルス対策の5原則とし

て、 q湛本方針と体制の確立、 c ?労働・生活ストレス

の総合的な改善、@澱場・地j域のサポート体制、 @漕

発、教育活動の推進、⑤人権とプライバシーの保護、

を掲げているが、国際的な動向とも重ね合わせてとら

えられるだろう。

問題は、現場の労働者、労働組合に、このよヲょ言

わば労働安全衛生に関する基本戦略がいかに浸透

するか、と現場での取悌Eみの強化である。労働者側

からの提言が、労働現場でのメンタルヘルス対策の

戦略と実践の豊富化につながっていくこと 阿刊百
が期待される。(以下「はじめにjは省略) 魁.ll.iiI

(1 )メンタルヘルス問題とは

①「メンタルヘルス問題」の考え方

メンタルヘルス問題を考えるために、まず、 「メンタ

ルヘルス」という言葉の意味を整理しておこう。 「はじ

めに」に記したよヨこ、 「メンタルヘルス」という言葉は、

本来、心の健康状態全般を意味するものであり、基本

的には積極的な概念である。従来、ともすると、精神的

な不健康状態を指すことにつかわれがちであった

カ丸本報告では、その本来の意味で扱っている。

下の二つの図 (23頁)は、 「メンタルヘルス」の本来

の意義を踏まえ、 「メンタルヘルス声説草」の領域と、 「メ

ンタルヘルス問題jのレベルを示したものである。

「メンタルヘルス対策JO : :領域には、三つの段階が

ある。最も不健康な状態は、精神障害の状態である。

つつ守いて、精神的な不健康状態あるいはその前段階

の状態で、これが、こ恥ぽで主としてメンタルヘルス問

題といわれていた狭義の対策範囲である。さらに、不

健康の予防と、より健康な精神状態を実現することを

中心とするレベルがあり、これが、図において、ポジ

ティブメンタルヘルスと記されている範囲である。

「メンタルヘルス問題」のレベルとして、本報告で

は、下図。 3頁右の図)にある三つの内容を考えてい

る。メンタルヘルス問題を個人とのかかわりで考えた

場合には、個人レベルに加えて、労働条件・労働環境

レベルと、社会環境レベルを考える必要がある。とく

に、職場のメンタルヘルス問題については、個人レベ

)Lの問題と同時に、労働をめぐる環境をひろくとらえる

必要がある。勤労者のメンタルヘルス問題は、業務内

容、労働時間、労働環境、雇用や社会環境などが密

接に関係しているからである。本報告では、労働をめ

ぐる環境を広く問題の対象としている。

②ポジティブメンタルヘルス

「メンタルヘルス問題」に関して、本報告では、従来

型の精神的不健闘策に加えて、すべての勤労者を

対象に、精神的に却健局訟状態を実現するための課

題の検討を行っている。図1包3頁左の図)の「メンタル

ヘルス対策の範囲」に示されている広義のメンタルヘ

ルスについて、本報告では、 「ポジティブFメンタルヘル

スJ(積極的なこころの健康)と表現している。

(2)メンタルヘルス問題の状況

①職場におけるメンタルヘルス問題の状況

職場におけるメシタルヘルス問題の状況につい

て、各穏。 : :調査によれば、対策。 : :強化を求めるデータ 

が示されている。ポインN立つぎの通りである。 1)職
場の健康問題のなかで高い関心がある、 2)約1害lの

勤労者に精神的な不調憾がある、 3)8割以上の職場

で「対策が必要jと回答している、 4)実際こ対策活動

のある職場iは4割強にとどまっている。

なお、 「連合調査」はー「連合第3回労働安全衛生に

関する調査J(1995年 10月)、 rJPC調査」は社会経済 

生産性本部メ汐')v ^,)レス研究所1:よる調査である

|ア高い関心(健康問題全体のなかで第拍!

連合調査は組合員の健康問題全般への関JL' 、を

たす守立ているが、 「メンタルヘルスJ( 3 9 % )は、 「成人 

病への不安J(52 % )に続き、ベストストの っとなっ

ている。

イ精神的不健康の広がりー約1割の勤労者

が「不調感J

J P C調査によればi職場において、精神的な不調感

があり、メシタJL吋レスに関して問題があると可思われ

る労働者¢割合は約 1割である。

ウ対策の必要性-82%の職場で『必要』と

回答

メ>タJvヘルス対策の必要性については、連合調

査によれは、「職場や企業で対策が必要」とする回答

は8 2 % ( r必要J 3 7 % 、 「少しは必要J 4 5 % )である。 「必 

要Jとする回答は大企業に多く、 1,0 0 0人以上で9 3 .3
%、 3,0∞人以上で' 94. 3 %である。

エ対策の実施状況ー「実施」は4 6 %にとどま

る
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メニタルヘルス対策の実施状況こついては、何ち

かの対策を行っているところが平均で45.8%である。

民間では、対策を実施しているとする回答は大企業

に多く、 3,0∞人以上で84.5%、 1,∞ o人以上で70.5%
である。一方、 3∞人未満でlお 8.8%、1ω人利筒では

29.3%と少ない。

|オここ1岬間で悪化の傾向 |
メシタルヘルス問題の推移について、精神衛生相

談の動向や' l PC調査こ却、ここ1住余年の問での悪化

傾向を読み取ることカ吋きるロ下左図(省略)は、保健

所の精神衛生相談の動向であり、増加が続いてい

る。下右図(省略)は、男性の「抑うつJf不安」の推移

であるが、これも中期的に増加の傾向にある様子が

わかる。

②職場におけるメンタルヘルス問題の内容

職場におけるメンタルヘルス問題の具体的内容に

つい℃は, l , ¥ くつかの調査が行われているが、その主 

なものはつぎの通りである。

1)異常性絡・行動傾向、 2)作業低下、 3)頻回欠勤、

4)出勤困難 (f5月病」など初期不適応含む) 、 5)アル

コー凡依存、 θ強度¢不協調傾向、 7)不安全行為頻

発、 8)生活破綻、 9)自殺未遂などである。

(3)メンタルヘルス問題の要因

メLタルヘルス問題¢要因について、連合調査に

よれば、主なものはつぎの通りである。

トyプは「仕事の密度J(49.0%)であり、これに、 「上

司等との関係」 ω 6 . 2 % ) 、 「仕事不適応J(43.9%)、「変 

則勤務 J(37. 7%) 、 「時間外労働J(34. 2%) が続く。

すなわち、職場のメンタルヘ Lス問題の主要な原

因は、労働密度・業務内容・人間関係・労働時間など

である。職場のメLタルヘルス問題力主労働条件・職

場環境問題との結びつきが深いことが示されているロ

なお、一方、 「家庭生活・私生活Jをあげるtの松1 .
9 %であり、少fぷない数字である。

(4)労働環境の要因

ア労働密度、業務内容主人間関係

連合調査ではメンタ) v^ , )レス問題の原因のトップ

は、前述のとおり、仕事と人間関係である。製造業で

は、人間関係49.8%、仕事密度48.8%、仕事不適応

48.5% の順であるが、非製造業では、仕事密度43.1

%、人間関係4 2 . 2 %に続いて、変貝]1勤務 42.0% 、時 

間外労働3 6 . 0 %であり、仕事不適応3 4 . 2 %は第5位

げよっている。人間関係(上司などとの関係)は、企業

規模が大きくなると増える傾向にある。

また、同調査では、「仕事量と密度が増大し、職場

の過労が増している」との回答が5 8 . 5 %あり、労働密

度の増大傾向が示されている。

イ労働時関

連合調査では、労働時間について、時間外労働と

変則勤務についてたす治ている。いずれの項目につ

いても、企業規模や産業分野にかかわらず、 3~4l!i1]

がメンタルヘルス問題の原因と答えている。産業別

にみると、交通・通信では、変則勤務が6 5 . 9 %で、メン

タルヘルス問題の理由のトップとなっている。

労働省調査では、労働時聞とメンタルヘルスの関

係が示されている。それによれば、時間外労働が30

時間をこえると「ストレスありJが「ストレスなし」を上回

り、さらに、 4C時間をこえると、 3分。 ) 2が「ストレスありj

と答えている。

ウ テクノストレス
労働環境に関する要因のなかで、新技術や技術

革新によるストレス問題は以前から指摘されている

が、近年はコシヒロユータの大規模な導入の影響による

テクノストレスの増大前懸念される。とくに、電子機器

の操作が長時間にわたる業務や、中高年の適応問

題などが指摘されている。

(5)中小企業、地域における問題

ア 中小企業におけるメンタルヘルスの状況

中小企業におけるメンタルヘルス対策は、大企業

に比べて遅れている。連合調査では、メンタルヘルス

対策が必要とする中小事業所は7割前後であるが、

「対策を実施している」との回答は2～3割であり、 7割

以上が実施している大企業とは大きな距離がある。

メンタルヘルス問題の原因についても、 「会社のとりく

みが不十分J(2~3害のが大企業の約3倍むなってい

る。

なお、連合調査によれば、中小企業でな、職場の鍵

健康度大
精神的健康1犬態

健康度小

ポジティブ・
メンタルへんス対策

前不健康状態
従来の

精神的不健康状態

メンタルヘルス対策

精神障害状態

図 1 rメンヲルヘルス対策Jの範包

康不安に関する項目のなかで、 「メンタルヘルス」は、

「成人病Jr長時間労働によるストレス Jf作業環境J

「高齢者」につぐ第5位である。これは、大企業の第2

位より目位は低いが、中小企業では、メンタルヘルス

問題とあわせて解決すべき課題が多いことを示して

いるものと考えられる。

イ 地域におけるメンタルヘルスケアの現状

地域におけるメンタルヘルスケア体制の基本的な

問題は、各種の対策組J織の連携のあり方である。政

府の精神喉健センター(厚生省)に加えて、地域保健

センター(労働省)や、労働組合、労使、健保連、専門

団体等によるさまざま:t~~Jl.織が設置されているが、そ

れらの聞の連携は不十分である。

地域におけるメンタルヘルスケアは、中小企業の

みならず、大企業の勤労者とその家族にとっても不可

欠なものであるが、実態は不十分な状況である。

(6)高齢者、女性に関する問題

①高齢化とメンタルヘルス

ア 中高年のストレス状況

中高年齢者のストレスに関して、労働省の調査に

よれば、通常業務での神経が疲れるとする勤労者の

割合は、4O~49歳で72.7%(うち「とて宅疲れるJ14.8

%)、5日~59歳で62.9%(rとて湖産れるJ10.7%)であ

社会環境レベル

労働条件・労働環境レベル

個人レベル

図 2 r問題Jのレベル

るロこの数字は他の世代と大きお主いはない。 ( f労働

者の健康状況調査 J)。

一方、ストレスの程度について、ストレス性疾患に
関する調査をみると、 45～49歳層がトップ、 30{～以降

では、それに、 50～54歳、 40～44歳が続いている。上

記の調査とあわせて考えれば、中高年のストレスは

4 0歳台後半を中心に高まっていることがわかる。(中

災防・ストレス関連疾病状臨調査) 。

イ 中高年と職場

中高年齢層のメンタルヘルスに関しては、この年

齢層にかかわりの深い問題がある。例えば、 1)配置
転換・出向への不適応、 2)業務・昇進昇格への強い

不満、 3)仕事責任の重大化の影響、 4)転籍・転職先

での自己実現困難、 5)世代交代・引継への対応、 6)

定年への対応などが樹高されている。さらに、その背

景として、 1)体力の衰えと成人病の出現、 2)車邸載にお

ける責任の上昇、 3)家族の大きな変化、 4)老年期に

向けての自己再編成の必要性、などがあるとされる。

(精神分析学振興財団シンポジウム) 。また、とくに近

年では、企業リストラの進行により、雇用の不安にかか

わるストレスが強まる職場が増加している。

②女性とメンタルヘルス

ア 働く女性のストレス問題

働く女性の増加に伴い、女性のメンタルヘルス問
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題の重みが増している。

連合が、 1995年に実施した調査で怯、 8 0 %の女性 

か職場において、男性との異なる取は設いに対して疎

外」感や不満を感じている。また、 ω %の女性が、職場

において何らか江性的嫌がらせを受けた経験がある

と答えている。このよヨな状況は、女性のメンタルヘル

ス問題に一定の影響を与えていると考えられる。

イ 母性保護と職場のストレス

働く女性が妊娠期間中に健康を維持し、出産しや

すい職場環境をつくることは企業と労働組合の重要

な課題であり、メンタJlヘルス問題への十分な配慮

が必要である。しかしながら、出産しやすい環境づく

りのための制度の導入については、通勤緩和措置が

1 1 . 2 % 、通院休暇制度カ!2 2. 2%、妊娠障害休暇(fつ
わり休:a~む )14.4%であり、現状はまだまだ不十分であ

る。このよヲ: r現状は、メンタルヘルス問題にも悪務響

を与えているもの乙思われる。

(7)家庭生活の潤題

①家庭等の問題

連合調査によれば、「家庭や私生活がメンタルヘル

ス問題の原因」とするものは、企業規模や産業にかか

わらずほぼ2割であり、家庭等の問題か富勝者のメン

タルヘルス問題全体にかかわっていることが示され

ている。また、高齢化に伴い、介護の負担などはるス

トレスの増加が考えられる。

②単身赴任、転勤

家庭に関する問題で、メンタ凡ヘルス、ストレスとの

かかわりで重要な課題に、単身赴任、車活坊に伴う問題

があるロ現在、単身赴任者は2 0万人をこえていξと見

られるが、ほとんどは男性で、その多くか守有配偶者で

ある。労働省の調査では、単身赴任により、生活が不

規則になる、寝つきが悪い、疲れが残る、イライラが増

すなどの答えが、 2割から4割である。同時に、転勤に

伴ラ家族のストレス問題サ旨摘されている。また、長期

間にわたる出張が常完封ヒしているケースがあり、この

場合には、単身赴任と同様の問題が生じている。

(8)海外生活の問題

海外生活とメンタルヘルスの問題については、日

本労働研究機構( . l I L )の調査がある。それによれば、

現地生活でストレスを感じている割合は83.1% (感じ

ることが多い27.8%、時々感じる>55.3%)である。

健康診断体制は、派遣前の実施は91. 2%である

が、帰任後は83. 5 % 、現地は83. 3 %である。現地での

定期診断は、地域差が大きく、北米、欧1では現地医

療機関による屯のが多いが、中近東・アジアでは一時

帰国時の検診が、アフリカでは日本大使館での検診

が多い。

. l I L誠査における海外勤務でのストレスの原因は

下表(省略)のとおりであるが、言語の問題、現地従業

員との問題、本社との関係、生活文化の相違、子女教

育問題などが上位にならんでいる。

(1 )企業における取り組み

①企業における対策の状況

企業におけるメンタルヘルス対策の状況につい

て、連合の調査でみると、何らかの対策を行っている

企業は、前述のとおり5害i弱( 4 6 % )である。その内容

には、以下に述べるような問題点があるが、労使によ

る検討を経て、一定の成果をあげているところもみら

れる。

民間企業におけるメンタルヘルス対策実施の主体

をみてみよう。調査結果は下図(省略)のとおりであり、

「企業J(13.3%)、「企業と労働組合J(11.9%)、 「健保

組合J(9.1%)、 「会社と健保組合J(6. 2 % )の順となっ

ている。これらの実施主体別に集計すると(重複あ

り) 、企業がかかわっているも(/)31.4%、健僻胎がか

かわっているもの15. 3 % 、労働組合がかかわっている

もの14.2%となる。

②企業による対策の内容

職場での対策が行われている場合、その内容に

ついての連合調査の結果はつぎの通りである。健康

相談、レクリエーション、社内報・パンフでの啓発、健

康診断での問診などが多い。このうち、企業規模開

格差の大きいものは、啓発、研修、調査であり、中小企

業では、レクリエーンョン、健康相談、定期検診での問

診が中,じである。

③企業による対策の問題点

企業におけるこれまでのメンタルヘルス対策の問

題点はつぎの通りである。

1) メンタルヘルス対策について、労使の取巳組み

が進められているところもあるが、全体としては、積

極的な精神保健の考えを含め、企業としての基本

的な方針が確立していない。

2) 企業内のメンタルヘルスに関する状況について

の実態把握が不十分である。あるいは、実態把握

を活かしていない。

3) 労働密度、労働時間などの労働条件や、労働環

境について、メンタルヘルスの観点からの改善が

遅れている。

4) 職場や家庭に対して、カウンセリング等の支援

体制が未確立のケースが多い。

5) 産業医、メンタルヘルスの専門家との連携、活用

が不十分である。

6) プライバシーへの配慮に問題があるケースがあ

る。

(2)労働組合の取り組み

①労働組合における対策の状況

労働組合は、メンタル吋Lス問題について、職場の

安全衛生対策の一環として取り組みを進めている。

連合調査によれば、事業所のメンタルヘルス対策に

関して労働組合が実施にかかわっているものは14.2
%である。

企業規模でみると、規模が大きいところに多く、 1,

醐人以上の企業で2 0 . 0 % 、3脚人以上の企業では

23.9%である。

労働組合は、メンタルヘルス対策に直接かかわら

ない場合も、労働安全衛生委員会や労使協議にお

いて、企業の対策について協議することができる。こ

れについての統計はないが、企業が対策を行う場合

(連合調査では約3害司) 、通常、労働組合か湖心を持

ち、発言を行っているものとL思われる。

②労働組合の取り組みの内容

労働組合が実施主体としてかかわっているメンタ

ルヘルス対策の具体的内容をみてみよう。下表(省

略)に、これまでの取燐且みの例を示す。啓発、教育の

レベルから、実態調査やカウンセリングの段階まで、

活動内容は多様である。

③労働組合による対策の問題点

労働組合による対策の問題点はつぎの通りであ

るロ

1) メンタルヘルス弁場者に関する基本的方針を確立

していないところが多い。また、精神的不健康対策

という消極的な理解も少なくない。

2) 組合員の状況把握が不足あるいは欠如してい

る。

3) メンタルヘルス対策の必要性は認めながら、織

場での話合い、日常の安全衛生文様での扱いや、

労働条件対策としての位置づけが弱い。

4) 産業医や専門家との連携が不十分である。

5) 安全衛生(衛生)委員会での取り組みが不足し

ている。

6) 組合としての支援対策、職場復帰対策が弱い。

7) メンタルヘルス対策を企業に委ねる傾舟がある。

8) プライバシー確保の取悦Eみが徹底していない。

(3)行政の取り組み

①職域のメンタルヘルス対策

ア対策の現状

1) 労働行政による指導、支援

職場のメンタルヘルス対策は、労働省により、労働

安全衛生対策の一環として行われている。具体的に

は、百王p(ト｛タルヘルス・プロモーションプラン)による

健康対策、快適職場形成施策に基づくストレス削減、

他方、地域の産業保健(推進)センターによるメンタル

ヘルス対策などがある。

C百王p (トータルヘルス・フ。ロモーションプラン)

T H Pは、行政の支援にJ ;りI、職場の「こころと体の健 

康づくり」を進める施策である。主主Pの基本的な流れ

は下図(省略)の通りであり、健康測定を受けて健康
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指導を行い、労災防止と健康増進を行賞>のである。

このうち、健康指導には、運動指導、栄養指導、保

健指導、メンタルヘルスケアの4分野がある。メンタル

ヘルスケアでは、心理相談員が、ストレスに対する気

づきの援助、リラクゼーションの指導、良好な職場の

雰囲気づくりを中心に取悦旺むこととなっている。

or快適職場¢形成」によるストレス対策

快適職場の形成施策は、作業環境の快適化、作業

方法の改善、施設等の整備を支援することを基本と

するものである。支援措置の対象として、労働者の疲

労・ストレスを回復するための施設・設備の設置・整

備などが含まれている。

0産業保健(推進)センターの取嚇且み

地方、地域に設置されている産業保健(推進)セン

タ寸こおいて、メンタJLヘルス対策に関する情報提供

などが行われている。討に、地域産業保健センターで

は、産業医の設置義務のない小規模企業への支援

を行うこととしている。

イ対策の問題点
行政による職域のメンタルヘルス対策の問題点

は、まず、官IPによる対策が十分に実効をあげていな

いことである。具体的には、ア)耳E自体¢普及・周知

徹底の遅れ、イ) ,心理相談員の不足などである。また、

快溜苗場形成、地域産業保健センターの機能につい

てを改善が必要である。

また、基本的な課題としては、メンタルヘルス対策

を労働条件の総合的な改善へ結びつける取悦坦み

が欠如しているという問題がある。これまでに見てき

たように、メンタルヘルス問題は、労働内容や労働時

間などと密接に結びついており、それら¢改善との連

携なしには、本質的な改善は難しい。

②地場のメンタルヘルス対策

ア対策の現状
1) 精神保健センターと「こころの健康づくり推進事

業」

地域のメンタルヘルス対策は、厚生省、地方自治

体などにJj'), 地域的t d青神喉健対策として行われて

いる。厚生省の対策として、 1975年よりはじめられた

「こころの健康づくり推進事業jがある。これは、各都

道府県に設置されている「精神保健センター」を軸

に、啓発事業、相談事業等を行うものである。そのた

め、専門的立場から保健所等へ技術指導を行うとと

机保健所、教育委員会、医師会などはる「連絡会

議」を設置している。

2) 保健所の取悦Eみ
保健所は、地域の医療・保ご健行政の軸として、メン

タルヘルス対策に取悌I l ! uでいる。内容は、精神障害

者対策が中心であるが、同時に、地域住民の精神的

健康の保持向上を図るための諸活動を行うこととさ

れている。具体的には、地域で精神保健活動を行う

組織への援助、住民の自主的参加に向けての地区

組織の組織化などを行っている。また、保健所に加え

て、医療機関、各種施量生などに却、主として精神障害

者を対象に、医療、社会復帰対策が行われている。

3) 自治体による対策と問題点

自治体では、大都市を抱え硝日道府県や大都市を

中心に、若干のメンタルヘルス対策カ吋子われている。

内容は、自治体としての対策方針の立案、相談・支援

事業の実施などである。問題点としては、現在のとこ

ろ実施する自治体が少ないこと、労働組合をはじめ

各種団体や省庁との連携が不十分であること、専門

スタッフの不足などが指摘されている。

イ対策の問題点
行政による地域のメンタルヘルス対策の問題点は、

まず、地域に存在する各種のメンタルヘルス対策、関

係品輔の聞の連携や対策活動の理念の共有力涼十

分なことである。住民の参加による積極的な精神保健

対策も十分には浸透していない。同時に、職域におけ
るメンタルヘルス対策との連携が～～く、職場と家庭に

またがる問題への取り組み宅不十分である。

(4)産業医、医療団体、健康保険関係団

体等の取り組み

医師・産業医団体、健康保険関係団体により、専門

団体としての取り組みが行われている。内容として

は、研修、広報、啓発などである。問題点としては、そ

れそれの団体が個別に取ヒ組んでいるため、対策の

ネットワークが不十分なことである。また、職場のメン

タルヘルス対策に関して、労働条件、労働環境や労

働問題への理解が必ずしも十分ではない。

(5)海外における日本人在住者への対策

海外における日本人在住者の多くがストレスを感

じているが、メンタルヘルス対策は主として個々の企

業に委ねられている。問題点としては、現地における

本入、家族のカウンセリング体制が不十分なこと、赴

任時・帰国侍の健康診断やカウンセリングの問題が

あげられる。

(1)基本的考え方

メニタルヘルス対策に関する連合の基本的な考え

方は、 「ポジティブメンタルヘルスJである。これま、精

神的な不健康への対応だけではなく、すべての勤労

者を対象に、精神的な不健康の予防ム精神的により

健康,t, 1犬態を実現することを含む積極的な概念であ

る。

(2)メンタルヘルス対策の5原則

職場におけるメンタルヘルス対策は、事業所の労

使、産業医等専門家、行政などにお弘直切に進められ

る必要がある。いずれの場合に宅、つぎの5つの原則

を活かすことが必要である。

|①基本方針と体制の確立

がタルヘルス対策を推進するためには、まず、基

本的な方針と実行体制の確立が必要である。そのた

めに、メLタルヘルスに関する状況を的確に把握・分

析し、労使、産業医等専門家の連携を深め、方針の

策定と実行をすすめるべきである。

|②労働・生活ス似の総合的な改善

メLクルヘルス問題は労働時間などの労働環境、

家庭、地域などの生活環境と密接に結びついている。

問題を個人や人間関係に限定することなく、労働・生

活ストレスの総合的邸玄善を推進すべきである。

③職場・地域のサポート体制

メンタルヘルス対策を強化するため悶立、職場、地

域におけるカウンセリングや労働相談fよどサポー榊

制の確立が必要である。労使・産業医・専門家・行政

の連携をはかり、適切なシステムの確立ムその有効

な活用をすすめるべきである。

|④啓発、教育活動の推進

メシタルヘルス対策は、強いニーズがありながら、

問題点や対策活動について¢理解が不十分である

ことが多1 , '0職場、地域や、各分野の人々に対して、情

報による啓発、研修や講習による教育活動などを積

極的に推進する必要がある。

|⑤人権とプライバシーの保護

メンタルヘルス対策において、基本的な原則忠勤

労者の人権とプライパ乙ーを確保することである。そ

のため、人事・労務管理部門と、健康管理部門は相

対的に独立しつつ、連携をはかることが必要であるロ

(3)企業・事業所における課題

1) 纂本方針と体制の確立事業所における基本

的な課題は、メンタJLヘルス対策が、すべての勤

労者とかかわる重要な話題であるとの認識を持

ち、基本的な方針と体制を確立することにある。そ

のため、衛生(安全衛生)委員会などを軸に安全衛

生管理体制を強化する必要がある。

2) 職場対策の強化職場での日常的な労働安全

衛生対策の一環として、職場点検、苦情処理や世

話活動などをすすめる。勤労者の自主的t"こころの

健康ポりの取嚇みをサポートすることカ塑封1ロる

3) 労働条件の改善労働時間、業務密度などメン

タルヘルスにかかわる労働条件や労働環境につ

いて総合的な改善を行うべきである。雇用の安定

もメニタJL吋レスの基本である。

4) 労使・産業医・専門家との連携によるサポー

ト体制の強化企業内外におけるカウシセリング、

サポート体制を確立する必要がある。

5) 教育、啓発活動の推進メシタルヘルス対策の

基本方針や取明みについて、企業内や家闘す象

の啓発活動を行うιと削之、メ>タルヘルス全般の

課題之ついての啓発、教育をすすめるべきである

6) プライバシーの確保健康管理における情報
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管理を強め、メンタルヘルス対策において、労働者

個人の人権とプライバシーの確保をはかる必要が

ある。

(4)行政における課題

1) 総合的な方針と体制の確立行政によるメンタ

ルヘルス対策については、行政の各分野が、ポジ

ティブメンタルヘルスの理念を共有し、全体レとして

の総合的な方針を確立する& ' ; 、要がある。職域の対

策(労働省)では、労働災害防止計画などでメンタ

ルヘルス対策推進のための施策をさらに明確に

し、そのなかで、労働条件、労働環境を含む総合的
t,Jjす策をすすめる必要がある。労働関連疾患対策

の視点による取悌Eみ¢強化も重要である。地域の

対策(厚生省、自治体)では、地域を横断するメンタ

ルヘルス対策の方針と体制を確立する乙と制之、職

域や地域産業保健との連携を強めるべきである。

いずれの場合も、現在の施策を強化するとと制之、

法制度について適切な見直しを行弛要がある。

2) 労働条件の総合的な改善'職域の対策におい

て、労働時間など関連する労働条件や労働環境

問題とのかかわりを明らかにし、メンタルヘルス対

策の推進のために労働条件の総合的な改善をす

すめる方策を明らかにすべきである。職域、地域と

もに、適切な現状把握のための支援を行うパきで

ある。

3) サポート体制の強化職域では、当面, T H P (ト
タルヘルスフ。ロモーションプラン)において、指導、

援助の拡充、心理相談員の増員などを行う」己、要が

ある。また、都道府県・地域の産業保健センターの

機能強化、中小企業対策に対するサポートの充実

などを行デ『きでaる。地域万立、精神保健センター

や各種対策組織の拡充強化が必要である。職域、

地域と剖こ、各種関連情報の提供をすすめるべきで

ある。

4) 教育・啓発活動職域では、職場のメンタルへ

ルス対策の教育・啓発に関する支援を強めるべき

である。地域においては、住民の自主的参加による

地域精神保健対策を推進するよう数育・啓発活動

をすすめるべきである。また、職域、地域とおこ、プラ

イバシー問題の重要性と、メンタルヘルス情報の

適切な管理について啓発、指導を行ラ1きである。

また、教育行政においても、織場のメンタルヘルス

問題の基礎を啓発すべきである。

5) 家庭対策職域、地域の対策では、いずれも、メ

ンタルヘルス対策における家庭の重要性への理

解を深め、適切な対策を強化する必要がある。

(5)産業医・専門家・医療団体等の課題

1) 対策課題の検討推進医師・産業医、専門家は、

勤労者のメレタルヘルス問題の重要性が増大して

いるこ却に対応し、専門的検討を通じて対策の新た

な方向昂果題を示し、国民、関係者にアピールすベ

きである。その際には、労使との連携を進めつつ、メ

ンタルストレスと労働条件や労働環境とのかかわり

をさらに解明し、メンタルヘルス問題の総合的な改

善に向けての課題を整理すべきである。それらの

検討を踏まえ、現状把握のための新たな方式を検

討するべきである。

2) 職場・地域のサポート体制への協力と啓発・

教育の強化職場・地域におけるカウシセリングや

相談活動など各種のサポ一円本制への協力を強め

る与と制之、それらの有機的な連携をはかξよさ若是言

すべきである。労使との連携をすすめ、産業医・産

業保健スタッフの研修・教育や、勤労者・国民の啓

発などをすすめるべきである。メンタルヘルス専門

団体との意見交換や適切な連携が必要である。ま

た、健保組合など、健康保険関連団体においても、

メンタルヘルス対策の一層の強化が必要である。

(6)地域、家庭での課題

1) 基本的な対策の確立地域における勤労者の

メンタルヘルス対策を進める基本的制横を確立

する必要がある。地方、地域の労働組合などが軸

となり、使用者団体、行政、医師・産業医、専門家と

の連携をはかり、地域のメンタルヘルス対策に関す

る協議を進め、地域的な対策の方針と体制を確立

すべきである。その場合、対策の遅れている中小

企業の状況ことくに配慮しつつ、労働条件や労働

環境の状況を検討し、メンタルヘルス対策の総合

的な改善をすすめるべきである。

2) サポート体制の活用と整備目メンタルヘルス対

策をすすめるためには、地域的なサポート体制が

広がり、中小企業を含め、すべての勤労者によるア

クセスが可能なtのとする必要がある。そのため、

労使、健保組合の対策の連携を強めるとともに、行

政による「地域産業保健センターJ(労働省) 、 「精神

保健センターJ(厚生省) 、保健所、自治体ι対策紐

織などをネットワーク化する必要がある。そのため、

広報活動¢強化などを通じて活用を促進するむと

もに、プライバシーの確保に向けての取倣Eみの強

化があわせて必要である。

3) 職域と地域の対策を進めるなかで、家庭に関す

るメンタルヘルスケア問題について、適切な取明E
みカも」乙、要である。

(7)海外勤務者対策

1) 状況の把握と方針の確立:急増する海外派遣

者やその家族について、メンタルヘルスに関する

状況を定期的に把握し、対策を確立する必要があ

る。その際、地域別、職種目目、家族の状況などに対

応したキメ細かい対策が必要である。海外の労働

条件・労働環境や、生活・教育環境などへの配慮

が求められる。

2) サポート、啓発体制の強化

サポート体制を強めるために、まず、日本国内をベー

スとする対策の強化が必要である。そのため、海外赴

任前や一時帰国時の家族?を含むメンタルヘルスに関

する研修、赴任後の状況把握の強化、日本の専門家

によるカウンセリング(寵苦を含む)なとを進める。また、

海外在住者の健康管理は、制度的には現地の労使、

行政や医療が当事者であることから、現地の医療機

関やメンタルヘルス文様車臓と¢連携を進める。企業

の労使、産業医・専門家は、海外勤務とメンタルヘル

スに関する最新の状況を把握し、適切な広報、情報

提供などを行うべきである。その際には、プライバシ」

の問題に十分な配慮を行う。

(1 )労働組合の取り組みの基本

メンタルヘルス問題に対する労働組合の取悦Eみ

¢基本は、 「ポジティブ、メンタルヘルスJの考え方を基

礎に、労働組合の立場から、前章の「対策の原則J(連

合の5原則)に基づく方針を確立し、具体的な取悦且み

を強力にすすめることにある。

(2) 職場(単位組合)での取り組み

単位組合での取悦Eみのポイ:/N立つぎのとおりで

ある。

①基本方針と体制の確立

構成組織の方針などを受け、職場(単位組合)にお

けるメンタルヘルス対策の方針を確立する。また、衛

生委員会を通じて、労使による企業の方針づくりに取

悦温む。事業所¢衛生(安全衛生)委員会での検討を

強化し、専門家を交えたメンタルヘルス対策の審議

などを行い、具体的な対策活動を推進する。現状把

擦をすすめるため、組合役員、安全衛生担当者によ

る直接的な状況把握に加えて、連合の原則を踏まえ

た適切な方法による現状把握が必要である。

②職場での取り組み強化

職場での取り組みを強化するため、前項による現

状把握を踏まえ、職場での話し合いをおこなう。日常

的な労働安全衛生対策の一環として、職場点検、苦

情処理や世話活動などをすすめる。勤労者の自主的

な安全衛生活動である健康・安全サークルによる対

策を推進する。

③労働条件の総合的改善

事業所における労働・生活ストレスの把握と分析

につとめ、労働時間短縮をはじめ、労働条件の総合

的な改善を指導する。そのため、労使交渉・労働協約

対策を適切に推進する。

④カウンセリング・サポート体制の強化

産業医や、内外の専門家と連携しカウンセリング体

制の確立など組合員のサポート体制を強化するロ診

療所におけるシステムづ三りや電話相談などをおこな

う。また、職場復帰対策を適切に推進する。メンタルへ

ルス対策がとくに必要な業務への対応をはかる。ま

た、家庭対策を含め、専門家や関係機関の活用など、
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地域との連携を適切に推進する。

⑤啓発・キャンペーン・教育活動

組合のニュース、職場集会や研修、安全衛生に関

する委員会や行事などにおいて、積極的な啓発、研

修をすすめる。また、組合役員、スタッフ¢教育を推進

する。

⑥プライバシーの確保対策

プライバシー・人権の確保と保証のための対策を

推進する。人事・労務部門と健康管理部門の相対的

独立と連携の強化を求める。

(3)産業における取り組み

産業における取悦EみのポインN立つぎのとおりで

ある。

①方針立案と体制の整備

メンタルヘルス対策に関する原則を踏まえつつ、

産業の特性を踏まえた方針を確立し、対策を推進す

る。

②産業別労使会議などでの検討

産業別労使会議などで、健康問題の主要課題の

ーっとしてメンタルヘルス文様を扱う。産業別団体の

安全衛生委員会などとの協議、管見弐換をすすめる。

③労働条件の総合的改善

産業における労働・生活ストレスの把握と分析に
つとめ、労働時間短縮をはじめ、労働条件の総合的

な改善を指導する。

④専門家との連携・サポート体制の強化

産業におけるメンタルヘルス対策の推進に向け、

産業医・産業保健スタッフとの連携を強める。必要に

応じて、産業別組織として、相談活動の実施など、サ

ポートシステムづくりを検討する。メンタルヘルス対策
がとくに必要な業務を明らかにし、対策をすすめる。

⑤啓発活動の強化

ポジティブメ二ィタルヘルスの考え方にたつ積極的

な啓発活動や機材の開発、研修なと透通じた指導を

行うoまた、組合役員、安全衛生担当者、スタッフの教

育を推進する。

⑥プライバシー・人権対策

メンタルヘルス対策に関するプライバシー・人権対

策を進める。

(4)全国的な取り組み

連合(中央)台でな、つぎのよヲ注活動を進める司き

である。

①総合的な対策方針の確立

プロジェク|報告を踏まえて、メンタルヘルス対策

の総合的な方針を志とめる。方針立案にあたっては、

長時間過密労働ほど労働に関するストレス問題を広
く検討し、時短や職場改善を含む総合的な対策をま

とめる。

②セイフテイネットワークの充実・機能強化

連合セイフテイネットワークの機能を強化し、メンタ

ルヘルスに関する全国ネットの対策を推進するo

③実態把握の推進

連合安全衛生に関する調査や専門調査を行い実
態を的確に把握する。そのため、 r5原貝日」に基づく実

態把握システムの開発を検討する。その際には、職
場、職種等に関する問題を解明しうる内容とする。

④労働条件の総合的改善への取り組み

労働時間をはじめ、メンタルヘルスにかかわる労

働条件について、その影響を明らかにし、それそれの

分野の運動と密接に連携を己りつつ、改善の取悌温み

を強めるロ

⑤家庭に関するメンタルヘルスへの支援

地域での相談体制の確立、活用などを通して、家

庭に関するメンタルヘルスへの支援を適切に推進す

る。

回

E室関

井上浩

1972年7月5日(木)薄曇強風

自民党総裁選田中角栄当選。 3日にlお早知事

に社党畑和大勝当選。自治会館で埼玉安全大

会。労働省中西安全課長(後に安全衛生部長、中

災防専務。愛知時代の監察監督官で茨城竜ヶ崎

署長からスタート?東北帝大出身の元海軍技術

士宮で頭の良い人であった。富士毛織送検のと

きはいろいろほ旨導を受けたことがある。)が新安

衛法講演。

7月7日(金)薄曇

大宮署益田課長(現春日部署労災相談員)と

ー…錦噌8
池田事務官(現埼玉局労災適用指導官)来局。

認知された子に年金支払ってよいかと。午後、新

任監督官4名の労災研修に立会う。

7月8日(土)晴

川口署金子課長、夜間部通学の頚腕患者に休

業補償を支給しても知功、と質問。

7月10日(月)雨

川口署金子課長、武銀行員カt刺され3∞万奪

われた件で加害者へ求償必要かと。監察方針打

合わせを行う。

7月 11日(火)雨
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大宮署より 7ん伺。 I氏からの歯科診療費164,9

∞円支払いの可否について。作成を頼まれてい

たE氏(国会議員)の後援会規約をT氏へ渡す。

7月 13日(木)曇晴

早朝職場大会。スト怯中止。県保険課に行き樫

葉専門官(歯科医)に大宮の歯科診療費誇求書

を見せて、いろいろと教示を受ける。

7月 17日(月)曇

支局Y氏を伴い大蔵省静岡財務部へ。 T次長

に会うと県庁に同行してくれる。商工部長と中小

企業課長に会う。 Y氏のとんちんかんな話し方に

少し困る。 ( T氏jは陸軍士官学校出身で熊本財務

局採用。優秀な人であった。役所とは何の関係も

ない某団体の仕事である。前夜は御前崎の“漁

火"に沿った。)

7月 22日(土)時々雨

熊谷署、 N工業所のN氏の障害等級意見書が

5級を論説と誤っていることについて質問。東京労

災病院へ電話確認すること。

7月24日(月)時々雨

Y' K2名の社労土来局。浦和署相談員発令を

めく守って社労士会とのごたごたについて。課長と

2人で対応(発令した社労士の人選をめぐって、

署とのトラブルでもあったのだったろうか。)

8月1日 ωく)曇夕立

監察担当変更。浦和、所沢、秩父の3署担当に

なる。 (3人で3署づっ担当。監察官の発令者はもう

1人いた。これは私が浦和署時代の課長で、署の

労災課長から昇任してきたのであるが、問題のあ

る人だから給付調査官の仕事をし、監察は担当さ

せられt.J.カミった。 )

8月5日(土)晴

浦和管内の埼玉新司社の脳出血死のりん伺

受理。(これは後に労働保険審査会で業務上むな

る。)

8月10日(木)精

川口署中島係長(現大宮署労災課長)来局。 F

工業の腰痛について相談。大宮署長島課長来

局。未加入土木事業の業務上外不明の災害につ

いて相談。(労災の監察官をしていると、各署から

の質問や相談が実に多く、おかげで勉強になると

とお=、労災保険や煎務関係の事務官と知合にな

ることができて実によかった。これに対して監督監

察官の方は、第一線の監督官からは法令¢解釈

等について¢質問はほとんどなく、大半は違反事

件についてどヨ処理するかということであった。労

災保険は金銭収支がからむので、それだけ法令

の解釈に慎重だったのかもし村よい。)

8月 16日(水)晴

斉藤監察官出勤。(監察官数は5署に1人が原

則だから、埼玉では2人のはずだったoところが労

働省司主人事権を濫用して1人を押し付け4人になっ

ていた。そこに更に 1人押し付けたのである。 1人

は前述したよヨこ名義たけだから、これで実質4人

むなる。ど孔てそんなことになるかとい也監察官

は職務¢等級が高いので本省はそれを利用して

いるのである。従って天下りしてくる人はいずれも i

埼玉にいる人たちよ切子政歴の短い人たちであっ

た。このとき来ていた2人の前職は、 1人は労政局、

1人は研修所の係長であった。そして暫くいて地

方局の労災課長とか庶務課長とかに出ていくのが

通常であった。埼玉局の場合に肢を察官から課長

に出ることができ7こロ前に書いた組合で前局長の

不正を追及したとき、後任の武内敏介局長か言語己

長であった私と委員長を呼び、本省の意向に従う

よヨこ勧告し、そのときに他局に出ていきたいとき

に邪魔されるよと忠告したことがあった oそのとき

の委員長は京都帝大法科卒で監察監督官もやっ

たが、私と同じく早くに行田署長で退職し、自分で

見付けた民間団体に入った。とにかく、人事と予算

についての本省の行動はひとやかった。)

8月 21日(月)雨曇

秩父大仮署長時E話。全建総連却電話あり。

岡山で腰痛の業務上認定があったので、 28日に

交渉に来署したいとのこと。岡山の状況知りたし。

全建総連へ電話して潤く。全建岡山で5件請求し

て認定あり。県内ても調査したら ω %該当oよって

全署に交渉に行くと。

8月 24日(水)薄日

浦和金子課長。建設業寄宿舎で朝食へ行く途

中階段で転び死亡。業務上か。所沢署管内のむ

ち打ち症患者の“はり・きゅう"の関係で患者ら来

局。 14:00~17 ∞会議室で会う。請求者側14名。ひ

封コビ会渡辺会長、上野副会長、神野副会長、む

ち打ち連辻)11会長、笹岡氏その他患者会員等。

局側は労災課長、補佐、監察官。計7名。

(患)本省はストッフ"をかけていなしミというが、局の

見解を聞きたい。

(課長)払うべきだという見解でいるが、本省医療

班が不賛成である。ただし、検討するといって

いたカ担当者が異動したので新班長に具申し

た。その結果、支払う方向で検討中との回答を

得た。

(患)他では支払っているので、埼玉で支払わない

のは課長の責任である。神奈 )11 (横浜北、藤沢) 、

千葉その他で支払っている。神奈｝lll立4月に芳

忠労災管理課長が、旧通達が生きているから支

払うと確言した。千葉は即日支給決定した。埼

玉は支払ってないが法・通達と匂こ根拠ほし。国

会の附帯決議もある。京都も局長と市内3署が

支払うことを確認している。それな¢こ埼玉の浦

和、所沢の2署は1年以上未決定である。

(課長)1日待って欲しい。本省へ行って態度を決

める。

(患)不支給の法的根拠を示せ。滞和署次長は、 6

月に 1週間以内に文書回答するといいながら

未だに回答がない。局で注意せよ。

(課長)明日本省課長に会って話す。回答は明日

昼頃まで待って欲しい。前向きlこ努力する。

会談終了後に局で飲み課長、補佐、監察官で

“満寿屋"で夕食。係吉局、会談終了後に局限りで

支給することに決定し、この件は落着した。)

8月25臼(木)薄日
川口署長より電話。業務上認定申請に対して

受診命令が出せるかと。否。労災法でなく労基法

85条で処理し、経費は一般会計の庁費で支払う

こと。(この後、労災加入の労働者からは認定申請

があっても返戻し、労災請求書を提出させるよう

に本省通達があった。時効のこともあり当然だろ

う。)

8月 28日(月)薄曇

行田署水沼課長より電話。①全建総連本日来

著。 G潜長も会った。③本部栗原書記長、北埼支

部副支部長以下6名。④おとなしく要望書提出ロ

⑤濯し当って労災請求なし。

熊谷島田署長より電話ロ行田に同じ。

9月4日(月)曇

県内訟務担当者協議会(法務局主催で各官

庁が定期的に会合)。有朋クラブ。課長む監察官

出席。終了後4人で“串でん"で飲み“花園"(料

亭)へ。(これらの費用はカラ出張で浮かした公金

から支払われる。)帰宅すると菊田君(小学問窓。

高校英語教師)よ切更り。西村君(小学同窓。建設

業 o敗戦緩の混乱時に社会党に入っていた。第1

回の総選挙に私も一緒に山の中にまで応援演説

に行ったことがあった。菊田君も一緒だった。この

頃知り合った代議土には、後に私が社労士法案

に反対した遣に議員会館に会いに行った仁した。

私は経過規定により一部の人だけが有利になら

ないようこということに懸命であった。)がん死と。
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驚く。労災法(有信堂発行)の原稿了。

9月8日(金)薄日

課長より。 q激父署労災患者M(女子ロ頚腕)に

ついて、長期給付に移行させること。⑫浦和署猷

骨労災患者0の件・女医会を通じて話合った結

果、金子課長が0を連れて女医に謝引こ行かせる

ことにした。以上を金子課長に伝達。秩父山口事

務官(現埼玉局労災課長補佐)よ日呈職者の休業

証明はどうするかと。幹部会議13 ∞~16:40。女子

バレーソビエトに負ける。

9月9日(土)雨曇

浦和署金子課長より電話。a:昨日指示のあっ

たI鉄筋0の件は、明日の日曜に木内社労土と2

人で11 凹～12 ∞oの自宅へ行く。~埼玉新聞脳

出血死の調査資料は月曜持参する。

9月 11日(月)曇雨

M5'¥.科調査打合わせ。課長が署の業務監査の

際に課長補佐が監察官に同行することを提案ロ

強く拒否。強行すれば今後監査を拒否すると主

張。

f課長)署に対し挨拶の意味で補佐を同行させた

し。

(井)必要なし。署長会議や署労災主務課長会議

の際に挨拶すれば足りる。

(課長)署長が課長に対して直接話したいことを

開いてくる& ; 、要がある。

(井)それこそ監察官の任務に入るロ

課長、案をヲ|つ込める。他の監察官無言。

浦和署金子課長来局。政筋o訪問結果につい

て。①非常に温厚な人物であった。~妻がん死。

(［役所に迷惑をかけては悪いので月曜に1入で

謝りに行くと。④ただし、女医に対して失礼な言動

はとっていない。⑤労災証明の書類を持って行

き、土下座せんばか引こ頼んだが女医は相手にし

なかった。⑥事務員は同情的で労災書類を書こう

としたが、女医は勝手に倉庫を探せと放言。⑦女

医は市内Iから通っており、父も医師であった。⑧

診療費2万円は本人負担、入院費4万円は事業主

が負担している。

報告聴取後、課長と金子課長と3人で問題のN

眼科へOの療養証明依頼に行く。①月濯ごろまで

にカルテを探して書く。②労災指定医の申請をす

る。これでよラゃく1件落着。(女医さんがへソを曲

げて療養費用の証明をせず、それでごたごたし

たらしい。)終って課長勾人で飲む。(金子課長は

帰したのだったろうか。)

9月13日(水)時々晴、夕方雨

E市のM外科調査。課長と監察官3人。帰途川

越署にょっ岡田署長、増田庶務係長と小宴。 ( M外

科を調査したのは過剰診療の疑いがあったから

であった。傷病ごとに投薬、注射、理学療法等を

調査すると明らかに過剰であり、実際に注射など

したかどうかにも疑問があった。院長に会って疑

問をぶっつけると素直に査定減に応じ、あっけな

い思いであった。)

9月22日(金)曇

所沢署監査。午後課長と浅倉氏(補佐。前所沢

署長)来る。署で小宴後に二次会。芸者も来る。奈

良署長、金井一課長、神山二課長、宇都監督官、

木村庶務係長出席。

9月23日(土)晴曇

読売ランドでの第6回全国職業病交流集会出

席。しばらく聞いて帰る。参加費7∞円。

9月25日(月)曇

新任¢斉藤監察官と浦和署監査。田中首相日

中国交へ出発。

9月29日(金)雨曇

秩父署監査。泊らず帰る。熊谷で三枝一課長、

市川二課長と食事。(命令は1泊2日だ 阿～

ったろう。 ) 邑品晶画

アメリカ・アスベスト反対開盟

アメJlカだけで1 9 8 0年から203併手の聞に3 5 0 ,α旧人

のアスベスNこよる死亡が推定される。これらの死亡

は、アスベスト企業がアスベスNごよる健康障害を隠

してこなければ避けえたであろう。先進諸国の大部

分は労働者や市民を守るようになっている。しかし、ア

ジア、アフリカ、南アメリカではl日来のままである。

情報やガイドラインは、 I P C S (International Pro- 

F祖国eonαεmical Safety=国際化学物質安全評価

計画)を通じて入手できる。 I P C SはWHOの機関で、ア

スベスiを含む化学物質コLトロールのためのガイダ

ンスを出している。 1986年に、 IPCSは、 Enviro国 nental 

Heal血Criteria 5 3 (凹σ3=環境保健基準$3)を発行。

アスベストや他の自然鉱物線維は、クリソタイル(白

石綿)を含めて、アスベストーシス;肺の線維化;肺が

ん;中皮腫を起こし得るとしたし、適切な作業環境や

環境のコントロールが必要であるとした。 EHC 53ガイ

ドラインから9年たつが、第3世界の多くは達成できて

おらず、アスベスト企業はアスベスト(特にクリソタイ

ル)の売坊主みをはかつている。アスベスト企業は、ア

スベスN:よって財政が潤う国を動かして、 I P C Sに圧

力をか由HC 53を、クリソタイ)J,は安全とい法改変

えよヨとしている。

アスベスト反対同盟(TheAlli祖国A伊血s t A曲目白s)

はE H C 5 3を変えようというI P C Sの試みに反対する。 

EHC改変にはアスベスト企業の影響が大きすぎる。

4!T I P C Sの役割とアスベストの国際的な使用と規制

19 7 2年のストックホルムの人間環境に関するカン

ファランス

198日年、 UNEP(the United Nations Environment 

Programme)と江0が明恒0とともにIPCSを設立した。

WHOの2年ごとのレポ- Hこよれば、 IPCSの任務は、

.化学物質による健康と窮境へのリスクを評価し、各

国独自の化学物質限界(chemical田fety m e田町田)

の基になる国際的基準を与える。

,3 2の国と7 0機関が参加。

,1 9 9 2年、リオデジャネイロでの環境と発展に関する

カンファランスでは中毒代替物質¢管理の国際戦

時江P C Sq ;役割jを強める以下の点が確認された。

①化学物質による健康と環境のリスクへの評価、

研究室での試験法についての国際的同意を広げ

る。

②化学物質の分類は世界的な同意が基本的。

③化学物質とリスクの情報交換を容易にし、主要

事故と中毒への対処をする機構が必要。

④化学物質のリスクを減らし、安全な代替品を開
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発する行動の促進。

⑤ I P C Sには、特に発展途上国について、保健と環

境の危険要因を評価し、立法化を助ける働きが求

められているロ

⑥最後に、危険な化学物質の不法な国際的交通

を止めるためのさらなる情報と規制が必要。

I P C Sの化学物質のリスクへの評価は、国C d o叩- 

m叩tとして発表されている。 75が発表され、 39が哩勾首

中。 I P C Sは、労働者向けに、簡単なH e司th 阻dSafety 

Guide(健康安全ガイド)むn t e m岨onal Ch巳問団ISaf,町 

Cards(国際化学物質安全カード)を出している。

1 9 8日年代初めに、 IPCSI土、アスベスNこ関する EHC

ドキュメントの準備を始め、作業グルーフ。が 1985年7

月に集められた。 EHC53の内容は、

①疫学研究では、アスベストの全てのタイプは、ア

スベストーシス、肺がん、中皮臆と関連あることが

確立。

②労働者にあってはアスベスト暴露は危険要因で

あり、十分な管理規制がリスクを著しく減じること。

③職場でみられるアスベスト関連疾患は、アスベ

ス｝線維のタイプ¢働起こよること。角閃石(嗣phi-
ble)はアスベストーシス、肺がん、中皮1麓に関連し、

クリソタイJ(は前2者との関連は確立しているが、

中皮腫との関わりは明らかでないこと。

このドキュメントをつくる過程は、科学的、客観的に

みて文句のつけようのないをのだった。

I P C Sは、 WHO、E β 、U N E P、メンバー国家、参加機

関からの財政援助によっている。アメリカの theDe

par回叩tofHeal白血d H u m四 S e即日、 E町田町n叩凶 

Protection A gen旬、 the Department of Commerceなど

が'IPC Sの予算の3 0 %を数える。

I P C Sは、間接的には、企業に援助されている。 IPCS

のディレクターのDr. Michel Mercierによれば、 EHCド

キュメントの準備中に、企業からのものを含め、事実

上無制限の、ノースを利用できたという。 Dr. Mercierに

よれば、刊行された文献からばかりでなく、企業の未

発表データによらなければ化学物噴の情報は完全に

ならなかった。しかし、 1991年のEHCドキュメント(冷

蔵庫に使うハロゲ、ン化クロロフルオロカーボン)は、部

分的に2つの企業によって準備された。アスベス1企

業も、回σ 3 0 : :改訂の過程で同様の役害賠果たして

いる。 I P C Sは、クリソタイルに関する1 9 9 3年のワーク

ショップ例青報を用いているが、このワーク乙ョップご

招待された科学者の大多数は、アスベスト企業と結

びつき、クリソタイルはほとんどリスクTがないというあけ

すけな態度をとっていたロこの中から数名古七日lC 5 3
の改訂に携わっている。

@クリソタイル・スキャンダル

クリソタイルを含む全てのタイプのアスベストが有

害とのコンセンサスにも関わらず、アスベスト企業は、

カナダをはじめ、アスベストの復活をもくろむキャン

ベーンを始めている。彼らは、アフリカ、アジア、南米の

タイやパングラディシュやブラジルを狙っている。これ

ら¢国は、企業によって、アスベス↑ゆセメントパイフηや

屋根やシートが、家や水道や下水道の慢性的不足を

解決するとだまされている。しかも、これらの途上国は、

予防に必要なインフラーすよわち、資金、規制、教育

された労働者群、医療従事者を欠いている。

アスベスト企業¢キャンペーンには、カナダi &府の

財政的、政治的裏づけがあるoアスベスト協会 (the

A sbestos Institute)のような企業の利益グループ。に幾

千戸Jvt :の税金が流れている。このグループは、他国

でのビジネス上の利益に加え、他国政府へのロビー

活動制子っている。彼らは次のよヨ二言っている。 「クリ

ソタイルだけ扱っている労働者は、現在世界中で指

示されている最大暴露限界値を条件とすれば、過度

のリスクなしに扱える」 。しかし、アスベス｝企業が売り

歩いている国で、規制や強制能力のあるものはほと

んどない。

アスベスト企業は、多量の刊行物を出し、カナダや

途上国でマーケティング・セミナーを開いている。セミ

ナ→立、典型的には、企業に支持された医師によって

導かれ、かけひきのうまい政府や企業の一団によって

調整されている。

これらの試みは成功している。カナダの途上国へ

の輸出は、 1 97 9年に1 6 % 、1984年に3 1 %に比べ、 1987

年には5 0 %を占めた。 1982年から19 86年にかけて、台

湾へは1∞%、韓国には3 0 0 %近く、アルジェリアには

何と1,1 6 6 %輸出が伸びた。残りの輸出の多くは日本

で、ここで途上国輸出用に、建材に加工されている。

D匹 Bro oke ,T MossmaneJ. Bemard L. G e eの研究

は、アスベス) v企業によって、クリソタイルが ICheese 

Do odl eと同じくらいに危険jという「証拠」としてよくあ

げられる。北米のクリソタイルに含まれる1%の角閃石

が(クリ、ノタイル糊在でなく)がんを発生させるとい突>

ので、剖検伊Iで、肺にほとんどクリ、ノタイル線維がな:く

角関石線維のレベルが上がっていたこと』こよる。しか

し、 M.t Sinai SchoolのDr. William Nicholsonによれば、

M o s s m a nの発見は、単に肺が主復できない障筈を受

けて、数十年たって体が角閃石線維よりもクリ、ノタイ

J(線維をよりよく分解できたことを示すにすぎない。

企業から研究援助を受けた科学者のうちのいくら

かは、企業を守るための専門家として奉仕している。

明らかな結びつきは、彼ら¢研究の客観性を疑わせ

る。これらの偏向した研究に企業がよっていることは、

クリソタイJ(の安全性をむなえる議論の信頼性に重大

な疑いを起こさせる。

クリソタイJvlまほとんど危険がないという主張によ

るアスベストの販売に加えて、企業は、全てのタイプ

のアスベスN立安全に使用しうると請け負う。適切にコ

ントロールされて用いれば、クリソタイルとその製品

は、公衆にも労働者にもリスクを及ぼさないというので

ある。しかし、この「コントロールされた使用」は、途上

国では不可能である。労働者や地域住民にアスベス

陪吸うことの危j倹性は、ほとんど知らさすほしししば

しは企業だけが健康被害情報の情報源なのである。

最近のタイでのアスベス↑使用状況は、 「コントロー

ルされた使用Jがいかに非現実的なものかを示して

いる。 198悼のカナダのラジ村党送局のタイ第2位の

アスベスト工場への訪問は、悲惨な実態を明らかに

した。工場には、換気システムはなく、 「見えないアス

ベストが労働者を覆い、床に集まり、コントロールパネ

ルのすくやわきlこクラストを形成しているが、予防する

ものは何宅広い」 。アスベストのセメントパイプとシート

をパワー・ソーで切っており、線維がもうもうとしてい

た。職場には、アスベストのバッグが置いてあり、予防

衣を着ている者はほとんどいなかった。

タイの担当者によれば、タイは、アスベストを十分に

コLトロールする設備やトレーニング、されたスタッフな

どの資源に欠けている。さらに、タイの労働者はアス

ベスト暴露の危険性を知らないし、雇用主は線維発

散をコントロールする装備を欲していないという。

アスベスト企業は、単にアスベスト正復活ばかりで

なく、各国で採られているアスベストの標準や規制

(regula加 n)にも影響を及ぼそうとしている。例えば、ア

メリカのE P Aが1989年に、 1997年までに3段階でほぼ

全部のアスベスi慎用を止めるよヲこ提案したとき、ア

スベスト企業とカナダ政府は提訴した。結果は、 1991

年の第5巡回控訴続での第2段階での逆転だった。

悲しいことに、これは、アメリカの労働者が自動車ブ

レーキパッド、ガスケット、床や屋根や壁材、町の水道

管などのために、カナダから年間3 0ヲ醐トン以上輸入

されるアスベストに暴露され続けることを意味する。

使用をやめようとする国だけではなく、途上国に対

して、アスベスト企業はもう一段階上をいっている。無

関税で¢輸出であり、 1984年と1985年に、カナダのア

スベスト企業はパングラディシュに79 0トン (60万ドル

以上)のアスベストを与えた。途上国は、有用性と安

全性だけで、健康障害についてはほとλど言及され

ないままにアスベスト市場に引きずり込まれている。

アスベス↑企業は凹C53をも変えよヨとしている。ク

リソタイルをf也から区別し、労働者による「コントロール

された使用」を世界中に吹聴し、一般住民へのリスク

を｛丘く見積もろうとしている。

@クリソタイルの真実

Dr. Nicholsonの最近の研究によれば、アスベスト暴

露の量とタイプ。がわかっている労働者の死亡率を比

較している。クリソタイルを含めて、全ての線維タイプ

で肺がんのリスクは同じように増えている。彼は、 Mo

田manO=:角閃石線維の増加とクI)~ノタイH の減少とい

ヨ冴究を評価し、人体は数十年間に角閃石己むつクリソ

タイルをよ凶二く分解で之さることを示しているだけだとし

たロさらに、クリソタイルがより容易に肺組織から中皮

腫の発生する肺の近縁に移動することを示した。

この見調草は、全てのアメリカ¢保健団体から支持さ

れた(出 eDepartrnent of Health阻dH凹n四 ServIces 、 

E nvironmen凶Prot民 tion A g叩旬、 OSHA)。アスベスト

企業の度重なる挑戦にも関わらず、これらの図体は、

全てのアスベスト¢危険性を主張してきた。例えば、

1 9 9 4年8月、 OSHAの最終規則 (fir凶 rule)である。

アメリカ、 1 98 2年にスウェーデン、 1 99 1年にドイツ、

1993年にオランダは、アスベストの規制を行ったo
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過去には、企業は、アスベスト(製品)への警告に反

対し、販売に影響しない最も弱いラベルを支持してき

た。今日、企業は、途上国の管理テクノロジーの水準

の助けになり、地方企業によって技術水準が採用さ

れることを促すと主張している。そのテクノロジーが

何ら利益にならないにもかかわらず。

企業はまた、代替物質も健康影響をもたらすか札

才1ないとして、反対している。ある途上国では、アスベ

スト¢代わりに、セメンNこ木パルプ、シサル麻やバナ

ナ繊維、ココナッツが使われている。これらは、肺に到

達しない大きさなので安全な代替物であるし、地域

経済にも真に貢献する。

アスベスN之関する真実は、全てのタイフ。が病気を

起こしうるというこιアスベス↑企業に関する真実は、

人類の健康にどれだけコストがかかろうが、自身の利

益を守ることに関,心があるということである。

@なぜ岳i Cドキュメン卜を改訂するのか

1992年に、フランス、アイルランド、ポ) ,トガル、スペ

インの政府が、 WHOの事務総長に対して、特にクリ、ノ

タイjについて、回C53を変えるようI P C Sに要請する

よう依頼。総長は、 1986年以降のデータからは、 IPCS

はEHC 5 3の変更の必要な心り犀答。4か国は、主張を

繰慌し、理由は不明だが、Eαは、団的の改訂作

業を開始した。フランスがI P C Sの財政支援を申し入

れたためか毛心れない。これら4か国は、アスベスト企

業との結びつきが深い。フランスのSaint-Grobainは、

ブPラジ)(;1こアスベス同広山を持ち、フランス労働省の

有力なポス］ "を占めている。フランス、アイルランド、ス

ベイン、ポルトガルは、各国の市民と環境の利益より

企業の利益を優先させたばかりではない。フランスか

らの財政援助の増加によって(アスベスi合業のえじ

きに陥った) I P C Sは、本来のEHCドキュメントの発展

過程をおえなくなっている。

@公式のE H Cドキュメント準備のガイドライン

I P C Sは参加機関に、専門家審査会の科学者を委

託している。 EHC 5 3の場合、各章の草稿は、 F .Valic教

授の下でのZagreb大学のグjレープがレビューする。

レビューが終わると、 E H Cの草稿は、 140以上のE臼

の接触点(臼曲目 Poin箇)参加機関、関JL'、を持った専

門家に送られる。第1稿へのコメンNこ基づいて、 IPCS

とValic教授のグルーフ。が第2稿をつくり、これts機動

部隊によってレビューされる。一正常なWHOのル-

) ,にのっとって、 「専門的意見とその分野での評判に

基づき、また、科学的高潔さと客観性に基づいてJ集
められたグループである。

81PCSの科学的動向 CScentific Bias)

Dr.Mercierによれば、 I P C Sは「価f C改訂のため)参 

加機関に援助を求めた。反応は期待に反するもので、

未発表の報告を送ってきた国立機関はひとつだけ

で、ごく最近じなって、最終の機動部隊(回k f o悶)用

の専門家リス↑を送つできたの力地支比つ。他の反応

は、全て否定的で、科学的援助よ切立、主に進行過程

に関与した」という。ゆえに、 fIPCSは数名の科寺堵に

アプローチし」 、アスベストの「科学論文への重要な寄

与によってのみJ選ばれた。

しかし、保健、医学、科学分野は、専門家審査会Cex-

pertpanel)に選ばれた数名については、アスベスト企

業との結びつきがよく知られているので批判的である。

例えば、 Robert P i路は、最大のアスベスト同業者協会

である1出アスベヌ晴報協会Cthe A sbes刷出u n n a 

tion of North Americalの委員長であるが、 EHC 5 3改
訂に寄稿している。

Valic教授によれば、 Piggl、立I P C Sによって「最近の

アスベスト製品の生産・使用情報に最も精通してお

り、彼の担当する章は、クリソタイルの人体影響やリス

クアセスメンN:::無関係なので、企業との友好関係は

影響しなしりとしている。 Piggの参加は一例にすぎな

い。以下に、他の専門家審査会のリストを示す。

1 . O.rJ. Bignon

c!:最近の地位H叩 riMonder:病院(フランス)

～関係 the Comitq P e n n叩叩tI Ami皿胞の会員(アス

ベスト常任委員会あるいはCPA), C P A,とは、国内

的～国際的規制や医学情報を評価するために、

1982年につくられたフランスのアスベスト企業の組

織である。

2. Or. J. M. G. Oavis

任濠近の地位.半分引退。以前、産業医学研究所(イ

ギリス)

②関係-1960年にAR仁の最初のフルタイムの学者と

して任命。 A R C (出eA品目tosisR蹴 archC o uncillは、

British Belting &A sbestos、Cap e In dustry社、 Turner

&N町 all(アスベスf企業)によって資金を得る。後

にケンブリyジ大学から産業医学研究1所<移る(と

もにARCから資金が出ている), N副 onalGypsum、

K eene、EaglePich,町、 T凹 er&Newallを含むアスベ

スト企業のコンサ)Lタントと専門家としての証言。

3. Graham W. Gibbs 医博

q濡丘の地位C之江E町大学客員教授、A1he由大学客

員教授 (adjunct professorl ,Safety Health Envi

ronment Intemational co 凹 l回出会長。
～関係,アスベスト協会へのコンサルトー台湾とタイ

でのアスベスト協会のセミナーを指導。 A l leied Sig-
nalとR a y m a r k (アスベスト企業)への助言と証言。

4目 O.r Philip Landrigan

①最近の地位 :MountSin田医科大学

～関係アスベスト企業との関係はない。アスベスト

による発がんと他の病気とを結びつけている有名

な研究者。

5. M. Lippmann教授

c!:最近の地位ニューヨーク大学医療センター
～関係・アスベスト企業之の関係は知られていない。

6. Or. John C orbett McOonald

①最近の地位ロンドン胸部病院、疫学者

～関係専ら被告のために証言。被告企業は、 W.R

G回目、白rey C a nada,Jo hn Cran田 Houdaille。被告

企業やケベックアスベスi鉱山協会やw . R.G四回

などの同業者協会から研究資金を得ている。

7. Or. A. Morgan
①最近の地位原子力エネルギー省(イギリス)。

~関係アスベス↑企業との関係は知られていない。

8. Brooke T. Mossmann医博

①最近の地位 :Vennont大学。

~関係・Owens-Coming Fibergl描のコシサルタント。

Defe臨 R回国E吐l I ns蜘 teのセミト寸書師と教授団。

9. Or. William Nicholson

①最近の地位:Mount Sinai医科大学
～関係:アスベスト企業主の関係はない。

10. RobeはJ.Pigg

①最近の地位:北米アスベスト情報協会会長。
~関係・北米アスベスト情報協会は、アスベス↑企業

の利益を促し、アスベスト使用を制限する規制に

有効に反対してきた。

専門家による改稿に加えて、p α は、 1993年のアス

ベスト・ワークショッフ。 ¢情報を使おうとしている。イタ

リアのカフ。 1)でのクリ、ノタイルに関するco 世 giumRa.

m =血ワークショッフ" e . J ersey C h阻 nel諸島でのクリソ

タイルの健康リスクのワークショッフロである。

前者怯、 3日か国の手持者からなる国師且織で、ワー

ク乙包ツプの要約を出したが、それ以上の'EHC 5 3改訂
への参画は、アスベスト企業よりのために拒否した。

後者は、 ICOH(the In temational Cong悶sonO則一

pationalH田Ith)が組織したが、参加者のほとんどは、

アスベスト企業と関係していた。クリソタイ)1は比較

的無害というデιタで、これをI P C Sが用いれば、その

改訂作業の客観性にはますます疑いが増す。

今日まで、改訂の機動部隊 (taskfo悶)は公表され

ていないが、アスベスト企業の影響を制限しようとす

る努力はないことが明らかである。

1993年、アメリカのN I O S H (the National Insti加 tefor 

Occ叩 ational Safety and Heal出)は、 「科学的客観性へ

¢明らかな無視を考慮してJ,I P C Sから人員と財政援

助を引き上げた。 I P C Sの改訂作業の人選が初めの原

因だが、他にもいろいろある。メチレンクロライドの項

は、 ICIα1巳刑囚l止Polyme四 Lintitedと他の企業の代

表者によって書かれた。部分的にI ; t ! ¥ロゲン化クロロ

フルオロカーボンとベノミー)Lの項も、それぞれの企業

の代表者によって書かれた。 N I O S Hは、 IPCSは、参加

機関と会って環境保健基準 Cenvironmental health

四位由)をつくる過程への影響を見直し、ドキュメント

の高潔さと王ヰ学的評価を確かにするために、倫理コー

ドを確立して守るべきと勧告した。

アメリカ政府に«よって集められた20以上のアメリカ

の団体が、このような事態を憂慮して、 IPCSがとるべ

き一連の変更を勧告した。 f E H Cドキュメントの準備

過程の透明度を増すJ、 「専門家は職業的・財政的な

利害関係を明らかにする」 、 「将来のE H Cの発展のた

めに、新しい化学物質のリストの候補のためにI P C S

は会議を召集することJ、 「そのリスNこない化学物質

のEHCドキュメントを新しく必要とするときには、全て

の参加機関と相談することj。

これに対し、 Or. Mercierl立、「集中的な方法で他の

38 聖堂センター情報96年5月号 安全センター情報96年5月号 39



E~IIIÞ君事担孟盈五段生島.ilJ噛吋I.I.IJÞ'Z鰐i噴認宮遁忽篭訟事正号自"""濁""~語講理事. .: r 1 !沼醐醐蝿睡蝿醐瞳醐醐 ド-山辺川辺白川山三民主主自民三芯. .川崎 地綴使級l
IPCS参加団体とも相談しないとい巾注い」。集めた専

門家とアスベスト企業の関係を明らかにしようがしま

いが、加盟国と会議を持つコストを35 ,0∞ドルと推定

し、この提案はアメリカのものなので、アメリカが財政

負担すぺきとしている。研究者はふつう履歴書と研究

費の出処を提供するので、加盟国の会議を召集する

必要はない。科学者の(企業との)関係の情報によっ

て、 E H C作成過程が企業と共同のものでないことを

はっきりさせるのに役立つ。

E H Cの過程と選ばれた専門家の変更なしには、 

IPCSが当面している(アメリカの団体が勧告したよう

な)基本的問題を解決することは不可能である。寸ヒ

学物質のリスク評価を生み出して、加盟国が各々の

規制値を生み出すよヨこは 。企業によってこれほど

影響を受けたE H Cドキュメントから予測できるのは、

アスベスト企業の利益ををたらし、世界中の健康と安

全を無視するということである。

@日iCドキュメントの真意

改訂田Cドキュメン同最終版が、クlJノタイルへの

アスベスト企業の意見を支持するなら、 建物・水

道・下水での使用を称揚し、管理された使用の可能

性を認め、クリソタイルを労働者や一般住民こ無害な

をのとして与えるー特に途上国にとっては、その真意

は荒廃にほかならない。

回C53の改訂は、 G A πへ¢量婚によって、環境保

全の国際的努力を脅かすものである。G A T Iの下で

は、 IPCSと叩Oは、化学物質の健康へのリスクを評

価するべき機関とされている。 MountSinai大学のDr

Philip L a n driganが述べたように、このよヲ2評価は、正

直で偏向なに特定の利益に引きずられたものではな

らない。ゆがめられた信頼できない評L価は、 IPCSや

W H Oの信頼性をえぐりとり、国際的な環境保全¢過

程全体を掘り崩しかねない。

ウルグアイ・ラウンド以降、 G A T Iは、明司O(aWorld 

T四de Organization)もつくったが、自由貿易化の努力

の中で、貿易摩擦を折り合わす権威をもっている。

W T Oの行為は、アスベストを規制するアメリカの環

境立法に制度及する効果をもちうる。アメリカより規制

の緩い国が、関税外の貿易障壁として、W T Oに提訴

しうる。訴えをW T Oが認めれば、アメリカは、法を変え

てアスベスNJ型品を入れるか、課せられた嗣j裁金を払

うしかない。どのような国もwmの決定に違反するこ

とはできないのである。アスベス↑せ製造業者は、明らか

に、彼らの政府を使って、 W T O創設を援助している

し、アメリカやドイツやスウェーデンのよう耳之、アスベス

ト規制国への苦情申し立てをしようとしている。W T O

の成立によって、先進国の法か危機にさらされるだけ

でなく、途上国のアスベスト規制を毛阻害している。

。結論と勧告

アメリカは、クリソタイJl復活をもくろむアスベスト企

業のパートナ」となるべきではない。E HC53改訂のた

めに集めるれた専門家が明らかに偏向してあ旬、この

改訂が、国際貿易に影響を及ぼすのがはっき℃して

いるので、 A A A(the Alil町田A g祖国Asbestos)は、ア

スベストの回Cドキュメントの改訂作業はすぐ中止す

ることを苅寺する。 E H Cドキュメントとその成立過程が

深刻な欠陥であることを、 IPCSとWHOに明らかにさ

せるためには、われわれは、 D H H S 、E P A 、D C (商務

省)らの政府機関が、 1993年にN I O S Hがしたよヨこ、

IP四へのアメリカの財政支援を引き上げる(か、引き

上げるとつきつける)ように勧告する。他の機関は、

N I O S Hの指導を守るべきである。そのようにして、科

学的に無茶な行動にアメリカは参画しないという明ら

かなメッセージを示すことができるo

E HC 5 3の改訂準備を全く中止するのは還すぎるこ

とを認めても、アメリカの(政府)機長官立、政治的・財政

的な圧力を最大限、 E岱に対して働かせるべきであ

る。

すなわち、

①企業と結びついていない科学者を加えて、専門

家審査会(expert paneI)の構成を改善する。

②企業と無関係な科学者で、peer-review panelを

つくって、 E H Cのアスベスト・ドキュメントの全ての

最終版を完成させる。

われわれの国家資源は、世界の市民とヲ陪換えに

して、企業の利益のために浪費してはならない。われ

われは、全て、アメリカのみならず、全世界の職場の

健康や安全と環境¢保護に、財政的にも政治的にも

喜山知門で抗。
(抄訳杉浦裕)

審査官で5件の過労死逆転認定
大阪.発症前1週間以前の業務を評髄

脳・心臓疾患の業務上認定が

急増している。相次ぐ有政訴訟に

おける労働者側勝訴や社会的な

関心の高まりの中での、咋年2月の

労働省認定基準改正の影響か現

われた毛のといえよう。

1月の労働省¢公表資料による

とり月号18頁の表参照)、改正前の

5年間の年平均認定件数29.6件に

対して、改正後の平成7年2月1日

から12月31日の聞に63件が業務

上認定されている。この数字は労

働基準監督署段階での認定件数

だが、不支給処分を受けて審査請

求をした事案についても遡忌(原処

分取消)決定が相次いでいる。大

阪の労災保険審査官の決定につ

いて宅入昨年の12月だけで3件の原

処分取消決定が行われたロこの5

件のうち、住宅設備製造販売会社

の大阪営業所長に発症したJ心不

全の事例を中J心にみてみよう。

@毎日が激務だから認めない

審査請求をしたのは、ユニyトパ

ス製造販売会社の営業所長で、

昼夜にわたる激務の果てに1990

年5月2目、出張先のホテルで就寝

中、 J心不全で死亡した田村宏ーさ

んの妻、嘉子さん。田村宏ーさんは

死亡時46歳。

田村さんは、 1967年に入社、北海

道の営業所長で長く勤務した後、

大阪営業所に車区劫、その後営業部

門江別会社に出向して1987年に大

阪南営業所長にな久1989年には

会社の組織変更に伴い新設さ村こ

大阪住設営業所長に就任した。新

しい組織体制¢営業所長になって

からは、労働時間だけでみても所

定労働時間の25~3倒こj却、得意

先を招いての出張なども重なった

という。

しかし、労災請求を受けた大阪

西労基署は、「特段に異常な事態

に遭遇した事実はアよくJ、また、発症

直前の業務内容も「被災者にとっ

て慣熟した通常の業務である」と

して、発症原因になる過重な業務

内容」コはいえJないとし、一方、医学

的な検討では、被災者が狭J心症な

どの基礎疾患を有してお弘「いつ

心疾患を発症して宅不自然でない

身体状況にあったもの」と判断、業

務外と決定した。

処分に何とも納得がいかなかっ

た事子さんは、過労死弁護団に相

談し同弁護団の応援を受けて処

分の約1か月後の1992年4月に審

査請求を行った。

@過重負荷で取り消し決定

決定書で審査宮が認定した業

務内容の過重さは、次のよ.5tJ.もの

である。

「発症前日及び発症前1週間は

2度にわたる得意先を招待しての

視察業務に招待側として随行して

おっ、特に直前の出張業務は、当事

業場の有力取引先の社長、専務ク

ラスを招待したものであるから、身

体的、精神的に相当過重負荷が

あったものと認められる。また、この

問被災者は、 1日平均約7時間の

時間外労働を行っているo

さらに、発症前1週間より前の業

務も1か月の時間外労働は、 2月は

154時間、 3月は19習時間、 4月は195

時間である」。

また、大阪労働基準局の地方労

災医員による鑑定では、死因につ

いて労作性狭,心症の既往がある

ことなどから、「急性心筋梗塞」とす

るのがおり妥当とし、その発症要因

を次のよヨこ考察するロ

まず、冠動脈系例鹿剰電害があっ

たことを前提己して、業務¢負担が

どのよヨこ影響するかについて、営

業所長としての業務に加え、新工

場開設、音E下の人事異動などでか

t,"際業務量が増え、精神的緊張匂虫

ゃなっていたところ、発症1週間前に

は水戸への出張力沼田あり、疲労が

蓄積していたと評価する。

そして、その上に直前の状況に

ついて、下発症前日には早朝に起床

し、得意先の接客と案内をしながら

大阪から水戸へ移動したのち、工

場見学案内、懇親会、二次会と続

き、その後午後12時まで業務の打

合せ会を行ったことは身体的にも

かな勿潰担であり、ぷに脆弱部の

ある冠動脈系に対する負荷が犬き

く、その結果d心筋梗塞を起こしたと

して医学的矛盾はない。他に急激

な.I L' 、筋に対する負荷行為カ泣かっ

たことを考慮すると本件被災者に
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海地～僚接 山山総防 削減吋

内在する鑑験的現実｛臨ま業務上
最高裁・過労死事件で3件の判決

心筋梗塞が生じたとすれば、その

業務起因性を否定する根拠』まない

とすべきだろう」と判断、「本件被災

者の傷病の業務起因性は否定で

きない」と結論する。

この決定書のこれまで¢処分に

比べて明らかに異なる特徴は、や

はり昨年2月の認定基準の改正に

却、発症直前1週間却以前の過重

労働の影響を判断の要素に加えて

いることであろ三以前であ村立、大

阪商労基署の原処分のように、直

前に特段のことがなく、長時間労働

であってもそれが本人にとって慣

れた仕事で、仕仕本人の病気に

なる既往症をもっているのであれ

ば、単純に業務外の判断が導き出

される。

85件全て過重負荷による判断

過重負荷の判断は、田村さんと

同じ12月に出た他の4件の決定も

同様である。

0歯科技工士の解離性大動脈癌

破裂によるJU、タンポナ」ゼ

発症前10日間について、週休2

日の休日はとっているが、勤務日

は約14時間の勤務であり、日常業

務を相当程度超えており、その前

も長期間にわたり長時間勤務が続

いている。また、同じ姿勢での細

かい手作業といさ作業姿勢による

負担で、作業量の増大もあった。

Oレストラン調理師の脳動静脈奇

形を素因とする脳内出血

発症前少なくと制週間にわたる

長時間労働と、発症前1週間の客

数及び売上高の増加。発症約半

月前からの被災者の補佐役の者

の欠員。毎日の度々の寒冷暴露。

0大工の脳内出血

発症前1週間以内の業務は、特

に過重で問主いが、日常業務を相

当程度超えておう、 1週間よ明言の

業務を含め判断。 48日関連続Lて

時間外にまで及ぶ勤務、さらに納

期が迫った発症2 0 日前から突貫

工事に備えての泊まり込み以降、

残業時間数が明らかに増加。加え

て、納期に関連しての施主とのトラ

ブル、元請からの再三¢催促、さら

に近隣住民に気をつかいながら

夜間工事。全体として業務による

過重負荷。

0電気工事技術者の脳動脈癌破

裂によるクモ膜下出血

発症の前日¢午前d寺3旧分から

当日午前7時30分まで、徹夜作業

を含む長時間労働(拘束25時間、

実働2 0時間4 0分)。発症前8日間

の業務は、 3回、延べ6日間にわた

る徹夜作業を含む長時間の屋外

作業。それ以前、 1か月について

時間外労働が延べ約4 5 時間で、

しかもこの問、 5回にわたる、拘束

24時間ないし25 時間、実働 19時

聞ないし 21時間の徹夜作業を含

む長時間の屋外作業。

以上、田村さんを含め5件の決

定すべてが、新認定基準に基づ

き、発症1週間前以前の業務じた負

荷を評価して、過重負荷があった

と判断している。被災直前の突発

自切な負荷がなければ「自然的経過

で偶発的に発症したにすぎない」

と結論してきた過去とかな窃変化し

たと言える。

もうひとつの特徴は、鑑定を行つ

た局労災医員(局医)が、個々の業

務の負荷の評価について、これま

でに比べ相当踏み込んだ判断を

行っていることである。もちろん結

論部分の表現のニュアンスは様々

だが、具体的な業務の負荷の影響

を医学的Z評価するiic述がみられ

る。漠然と根拠なしに「相当因果関

係があるとまではいえない」と延べ

ていたのとは違いがみられる。

以上、 5件の決定が新しい認定

基準に基づいた内容とプよっている

ことを述べたが、これで問題は解決

したわけではない。認定基準は詳

細なマニュアルを決め、過重負荷

を、発症直前の異常な出来事等、

発症前1週間、そす山l前、に分けて

判断することを求めており、総合的

判断と言いつつサキ先祖み自体を変

えていない。ただ、社会通念劫ミけ

書留1て、「いくら忙しぐ亡、それがそ

の人の普通の仕事」と過重労働を

過小評価する論理はとりにくくなっ

たと言える。

@被災者や遺族はあきらめずに

田村さんの事例で遺族の喜子

さんは、殺務をヴよし出張先で亡く

なった夫の死が労災でないなと、と

は到底考えらオほかったという。労

災申請にあたっては、同僚は部下

はもちろんのこと、会社も労災補償

は当然のことと、遺族への協力を

惜しま' f J .力、ったという。相談を受け

た過労死弁護団は、精力的に調査

し、審査官に面会を求め、意見を

述べた。その結果「原処分取消」決

定を得た。

過労死問題は、単純に専門的、

医学的な評価の問題と考えるの

ではなく、私たちの「社会通念」こ

にすべ設吋困
ることを教えてくれている。

(関西労働者安全センター

事務局長西野方庸)

最高裁(第 31］、法廷)は、今年に

入ってから相次いで3件、過労死

事件に対する判決を出し、そのう

ち2件について労働者側を勝訴さ

せた。

①国・山内郵便局部課長脳出血

死事件

-名古屋地裁判決 1989.10.6

(労判550号 65頁)→労働者

側勝訴

-名古屋高裁判決 1992.3.17

(判例総境 II 6 5 4頁)→労働

者側敗訴

-最高裁第3小法廷判決

1996. 1. 23→労働者側敗訴

②地方公務員災害補償基金(地

公災)東京都支部-加藤高校教

諭心筋梗塞死事件

-東京地裁判決 1989.10.6 (判

時 1381号 1頁)→労働者側勝

訴

-東京高裁判決 1993.9.30(判

時 1478号 155頁)→労働者側

勝訴

-最高裁第 3小法廷判決

1996. 1. 23→労働者側勝訴

③地公災愛知県支部・岡林小学

校教諭特発性脳内出血芦田件

-名古屋地裁判決 1989.1 2.22
(労判557号 4 7頁)づ労働者

側勝訴

-名古屋高裁判決 1991.10.3 0
(労判602号 2 9頁)→労働者

側敗訴

-最高裁第3小法廷判決→原

判欣破棄・名古屋高裁に差し

戻し

これまでの過労死事件の最高

裁判決は、小樽労基署・大友パス

運転手脳出血要国件く第1小法廷

1973.9.6) 、国-千々波裁判所廷吏

脳出血死事件(第2小法廷 1976

11.12) 、飯田橋労基署・久保田塗

装会社工事部長会議中発言直後

く主膜下出血死事件(第 1小法廷

1982.10.14) 、広島労基署・高崎警

備員くも膜下出血事件(第1小法

廷 1982.10.14) 、といすサ功労働者

側を敗訴させてきた。それも1件を

除いては上告を棄却しただけで、

千々波事件では、厳格な栢当医果

関係説を採用している(判時8 3 7号

34頁)。

最高裁判決で労働者側を勝訴

させたのは、地公災岡山県支部・

水 )11ソフド競技中急性心筋梗塞死

事件に対しての1994年5月16日の

第2ソl、法廷判決(労判651号 13頁)
か寺初めてのもの。 35歳の生活保護

ケースワーカー(市職員)カI! ,通常勤

務終了f量計二市職員文化体育祭で

のソフトボール競技に参加して急

性J心筋稜塞を発症したケースにつ

いて、 r［被災者〕に冠動脈の動脈

硬化などの病変があったことは確

定されていないところ、 最初の発

症の時刻と本件試合において〔被

災者〕が短時間内に岩子して塁間

を一周すξというL般に多量の酸

素を必要とする行為をした時刻と

の時間的間隔からすると、本件試

合における右の行為が〔船足者〕の

急性J心筋こうそくの原因となったこ

と並立、否定できない。そして、他に急

性心筋こうそくを発症させる有力な

原因があったといラ事実は認定さ

れていなしミことカもすれば、〔被災

者〕の死亡の原因乙なった急性心

筋こ突くの発症と本件試合への参

加行為との問Hこ相当因果関係の存

在を肯定できるjとした。

今年に入ってからの最高裁判

決法、いずれも同じ第3小法廷によ

るものであり、 2件の判決は同じ日

付で言い渡され、残る1件剖同時期

に判決の見直しを予見させる弁論

開催を通知してきたものであること

からもへ最高裁¢過労死事件に対

する法律解釈の統ーを図ったうえ

で出された判決とみることができ

る。しかも、いずれも裁判官全員一

致の意見によるものである。

前掲のとおり、最高裁は、加藤事

件では労働者側勝訴の原判決を

維乱、岡林事件では労働者側敗

訴の原判決を破棄・名古屋高裁に

差し戻し、一方、山内事件では労

働者側敗訴の原判決を維t札た。

これらの判決の内容は以下のとお

りである。

@地公災東京都支部・加藤高校

教諭心筋梗婁死事件最高裁判

決 (1鈎 6.1.23)

r［被災者〕は、昭和5 5年4月16日

午前倒寺頃、勤務知において、労作

型の不安定狭J心症を発症し、救急

車で病関=運ばれたものであると
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護主湾労麟者説>石鱒輔がん
神奈川.アメリカでの痛理診闘が決め手

牛木正勝さんは、川崎や横浜の

港で1950年から4 ( ) i手聞にわたり働
いていた港湾労働者。袋に入った

80kgから 1∞ k gの大豆・コー;1ャン・
米・牧草などを、カギで引っカヰ7引っ
張る「引っ張 JÆJを15~16年、 1961

年に青手帳(登録日雇労働者)を

とってからは「一般」として、ヲ|っ張

り・出し・コンベアのせ・パラどり・ネ

コひさ・玉甚Lすなどを行ヨよ: 5 ¥ : :なっ
た。ちょヨどこの青手帳をとョた時期

は、横浜港に石綿が入ってきた時

期でもあ以小麦や大豆・コーリャン

などとと制こ、石綿も扱うようlこなっ
た。石綿の倉庫では、石綿のほこり

が舞いチラチラ太陽光線で光って
いたという。

1987～8年ごろからせきが出る

よさになり、 1990年になってから朝

晩のせきと息切れが始まり、港町

診療所を受診、「じん肺」の申請を

行う。 1991年3月、「じん肺管理区
分2及び続発性気管支炎jで労災

認定。

その牛木さんlゴ市がんの診断が
ついたαま1993塙月。 1年あ貫工D

間病生活を経て199斗年8月23日死

去停年7 0歳。職歴訪もして、当然、

石綿によ呈肺がんι思われた。しか
し、肺の病理解剖から石綿は検出
さtほい。そこで、アメリカのマウン

トサイナイ医大の鈴木康之亮先生
に病理診断を依頼、海を渡った牛

木さんの肺の標本から石綿カ輸出
されたのは1995年のはじめ。ニュー

ヨーク¢鈴木先生からのFA X "でア

スベスト小体力可齢志された、とあり、

私たちの確信が正しかったことが

証明された。

それ以来1年かかったが、横浜
北労働基準監督署は、今年の1月

に労災認定を決定した。今回の認

定は、①すでに神戸では実践例

がある港湾労働者の石綿被害を
関東でも明らかにしたこと、 ②港湾

の退職者に対するフォローの中か
ら発見されたこと、③鈴木康之亮

先生のご尽力をはじめとするネット
ワークが功を奏したことなどの特

徴があげられる。
神奈川では、造船や基地、石綿

製品製造工場の退職者の検診な
どに取悦坦み成果をあげているが、

港湾でも、日雇、常雇と問わず退

職者の慨に引き能強固
い関Jl;、をもっていきたい。

(港町診療所早川寛)

ころ、 ［被災者〕はその際、入院のう

え適切な治療と安静を必要とし、

不用意な運動負荷をかけるとJ心筋

こうそくに進行する危険性の高い
状況にあったに制、かわらず、その

日は病院iから勤務先に戻悦ミ務に

従事せざるを得ず、更に翌17日も、

午前中に病院で検査を受けた後
に公務に従事せざるを得なかった

というのである。右事実関係の下

においては、 〔被災者〕が4月17日

の午後4時35分にJ心筋こうそくによ

り死亡するに至ったのは、労作型
の不安定狭J心症の発作を起こし

たにもかかわらず、直ちに安静を

保つことが困難で、ヲ闘志き公務に

従事せざるを得なかったという、公

務に内在する危険が現実化した

ことによるものとみるのが相当であ
る。そうすると、 〔被災者］の死亡原

因ぷ主った右心筋こうそく¢発症と

公務との聞には相当因果関係が

あり、 〔被災者〕は公務上死亡した

ものというべきであるとした原審の

判断は、正当として是認することが
できる」。

@地公災愛知県支部・岡林小学

校教諭特発性脳内出版予晴件

最高裁判決(1ω6.3.5)

市立小学校教諭が児童のポー

トボー; ［の練習試合の審判として

競技指導中に但iれ入院後死亡し

たケースであるが、名古屋高裁判
決では、 ①ボートボー; ［の試合は

午後からだったが当日朝出勤後

問げよい頃から頭痛等の身体不調

を訴えており、 f(被災者〕の脳内出

血は、その意識障害発生の直前ま

で行っていたポートボールの試合
の審判中ではなく、それ以前の遅

くとも当日¢午前中に起こったと推
認するのが相当であるj。

② 「当日午前中までの［被災者〕
¢公務遂行の状況及ひボこれにJりコ

もたらされたと考えられる精神的肉

体的負荷の程度をもってしては、

右負荷が相対的に有力な原因と
なって同人の有していた脳内微

小血管広先天的奇形が自然例経

過志超えて破裂したと認めるα、立
いまだ困難である」 。

③ 「当日午前中に始まった出血

がいったん止まって、それからポー

トボールの試合の審判によって再

関したものと認めることはできない
から、 〔被災者〕の死亡につき公務

上外の認定をすぷ之当って判断の

対象とプよる公務は、当日の午前中
まで¢ものであって、その後にお付

&官ートボールの試合の審判都子っ

たこ昌之よる負荷1は同人の死亡と無

関係というべきである。したがって、

［被災者〕の死亡につき公務起因性
を認めることはできないj、とした。

最高裁判決は、上託ゆ及び②の

認定判断は「原判決挙示の証拠関

係に照らして是認す引こ足り、その
過程に所論の違法があるとはいえ
ない」が、 ③の判断は「直ちに是認

することかできないj。その理由は、

「出血開始時期がポートボールの

試合の審判をする以前であったと

しでも右審判による負担やこれに

よる血圧の一過性の上昇等が出
血の態様、程度に影響を及ぼす可

能性も本件証拠関係上は十分に

考えられるところである。また、午前

中の段階で、 〔被災者〕は身体的不

認を訴えていたのであるから、出

血開始から血腫が拡大し意識障

害に至るまでの時間がかf必掛か
るという特発性脳内出血の主質か

らして、直ちに診察、手術を受けれ

ば死亡する品こ至らなかった可能性

校と必7否定し難い。結局、出血開

始後の公務の遂行がその後の症
状の自然的経過を超える増悪の
原因むなったことにJ刀、又はその問

の治療の機会均?奪われたことによ

り死亡の原因U注った重篤な血臆
が形成さ:!1.t::という可紙生を、前記

二の3(注.前記.@O:内容)のよ潔主

説示のみをもって、否定し去ること

は許されず、したがって、原審が、

これらの可能生の有無についで審

理判断を尽くさないまま、死亡と公

務との陪の因果関係の判断にあ

たって主はそ出血開始後の公務は

無関係であるとしたのは、早計に

失するものといわなければならな

しり。

「そして、前記事実関係によれば、

〔被災者〕は、当日朝、体調の異変

に気付き的、ら、ポートボールの練

習指導や授業等を行っており、し
か弘前記のよ.:5\～審判の交代を二

度にわたって申し出ながら、それ

が聞き入れられず、やむなくポート

ボールの試合の審判を担当したと

いうのである。右事実関係からす
れば、 ［被災者〕は、ポートボールの

練習指導の中!L'唱守存在であり、他
に適当な交代要員がいないため、

交代が困難であったことから、や

むを得ずポートボールの試合の審

判に当たったことがうかがわれる。

そうすると、仮に前記の可能性が
肯定されるならば、 〔被災者〕の特

発性脳内出血が後の死亡の原因
げよる重篤な症状に至ったのは、

午前中に脳内出血が開始し、体調
不調を自覚したにもかかわらず、

直ちに安静を保ち診療治療を受

けることが困難であって、ヨ陸新宮
公務に従事せざ、るを得なかったと

いう、公務に内在する危険が現実
化したことによるものとみることカt
できる」。

「以｝ : _によれば、出血開始後の公

務の遂行が特発悩脳内出血の態
様、程度に影響を与えた可能性、

死亡に至るほどの血腫の形成を避
けられた可能性等の点について

審理判断を尽くすことなく、前記の
ような説示をしただけで出血開始

後¢公務は無関係であるとして公
務起因性を否定した原審の判断

には審理不尽又は理由不備の違

法があり、右違法は原判決の結論

に影響を及ぼすことが明らかであ

る。論旨はこの趣旨をい突のとし

て理由があり、原判決は破棄を免

わLtJ:い。そこで、原判決を破棄し、

右の点について更に審理を尽くさ
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せるため、本件を原審に差し戻す

こととする」 。

@国・山内郵便局副課長脳出血

死事件最高裁判決 (1袋路 1.23)

r［被災者J(死亡当時50 .歳)は、約

9年前から本態性高血圧症鵡態、

健康管理医iこよって、月1回は診察

を受けて治療及び日常生活上の

指導を受けるように指示されてい

たにもかかわらず、これを遵守せ

ず、食事・運動療法引Jないなど必

要な血圧コントロールを怠ったた

め、死亡10日前の検査では、最高

血圧191及び最低血圧121と記録

されるに至ったというのであり、他

方、同人は、郵便局郵便課副課長

の地位にある管理職で、平常日は

2時間の超過勤務が常態げよって

お灯、死亡の5日前には休日出動L
ていξなどの事情があるものの、そ

の業務内容には、肉体的、精神的

に過重労働掛め得る目安切は

なかったというのである。そうであ

れば、〔被災者〕の死因である脳出

血は、血圧のコントロール不良によ

る高血圧症の増悪に起因するもの

であり、公務に起因することの明ら

かな疾病に該当するとは認められ

ないとした原審の判断は、正当とし

て是認することかでき、そ¢過程に

所論の違法はない」 。

これらから読み取れることは、 「業

務(公務)に内在する危険が現実

化した」とみられる場合には業務上

(公務上)とするという考え方であ

るロ加藤事件では、 「そうすると、死

亡原因となったJ心筋梗塞と公務と

の問には相当因果関係がある」と

*IJ示している。しかし、相当因果関

係説、相対的有力原因説、共働原

因説、合理的関連性説等のこれま

での議論むと芳司連してくるのカヰ立、

これらの内容からだけで出必ずしも

明確ではない。

問林事件でほ特発性脳内出血

発症が公務による毛のと認めない

原審の判断を是認し(相対的有力

原因説の立場で)、加藤事件では

心筋梗塞の発症自体に対する判

断は明示していないが、と制之、発

症後の治療、安静、手術等カ?で割去

に公務に従事せざるを得なかった

ことから、死亡に至ったのはh公務に

内在する危険が現実化したもの」と

判示している。これは、現在の労働

省の考え方を否定するものである。

一方、山内事件では、「血圧のコ

ントロール不良による高血圧症の

増悪による」脳出血の発症→死亡

別稿のとおり本年4月から介護

補償給付が創設され、これは、介

護担当者が親族等であっても認

められるが、 「看護」については、ー

定の要件を満たせば療養補償給

付の範囲に含められるものの、原

貝I比して親族等による看護は認め

られていない。 4年前のものである

が、妻による付添看護を療養補償

給付の対象として認めた労働保

険審査会の裁決を紹介する。

「看護の給付の取扱いに関する

通達(日目和6 2年3月12日基発第131

号。労働省労働基準局長通達)J

(以下取扱通達」というでは、 「保

の場合は、「公務に内在する危険

が現実化jしたものとはいえないと

判断したものとL恩われる。

「業務に内在する(潜在する・伴

う)危険の具体化」という考え方は、

天災地変に際して生じた災害等

の業務起因性あるいは通勤災害

の通勤起因性を判断する場合の

考え方記して、これまでの労働省の

解釈例規等で用し渇れているが、

過労死など職業病の業務上外判

断に際して用いられたことはほと

んどなかったと思われる。労働者

側の主張を採用したというもので

はfぷ、最高裁独自の判断と言って

よく、これが今後、労災職業病の認

定期
与えていくか注目される。

険給付の対象となる看護は、健康

保険における基準看議の承認を受

けている医療機関以外の医療機

関に入院中の傷病労働者の症状

が次の (1)の支給要件のーに該当

し、かつ、 (2)の要件を満たす看護

担当者によ位されたものに限られ

るj旨規定されている。

そして、 (1)の支給要件として、

「①傷病労働者の病状が重篤で

あって、最酎安静を必要とし、医師

又は看融制t常時監視を要し、随

時適切な処置を講ずる必要があ

る場合、②傷病労働者の病状は

必ずしも重篤でTまないが、手術等

により長期間にわたり医師又は看

護婦が常時監視を要し、随時適切

な処置を講ずる! u 、要がある場合、

③傷病労働渚の病1幼も判断し、

常態として体位変換又は床上起

座が禁止されているか、又は不可

能な場合、④傷病労働者の病状

から判断し、食事・用便ともに弁じ

得ないため常態として介助力も! u 、要
である場合jがあげられている。

また、 (2)の看護担当者が満た

すべき要件として、「①看護担当

者は、保健婦助産婦看護婦法(昭

和23年法律第203号)に基づ己保健

婦、助産婦、看護婦又は准看護婦

のいす1 1 .かの免許を有する者(以

下「看護資格者Jというとする。た

だし、看護資格者を求めることかで

きないと認められる場合において、

看護資格者以外の者(以下「看護

補助者jというが当該医療機関の

主治医又は看護婦の指揮を受け

て看護の補助を行交さには、当該

看護補助者を看護資格者に準じ

て取引虫ラ切とする。②傷病労働

者と親族文は友人関係にある者に

よって当該傷病労働者が受けた看

護は、保険給付の対象として認め

られないが、緊急その他やむを得

ない事由にお氏以乃一般の看護担

当者を求めることができない場合

に限り、これらの者による看護につ

いての保険給付の対象とする」 、と

されている。

oさん(被災当時22歳)は、 1982

年に荷物の積み卸し作業中、トレー

ラーの荷台から転落して頭部に負

傷し、直ちに千葉県救急医療セン

タベご受診し、さらに1987年から, TI)

ハビリテ- - : - .包ンセンターに転医し

た。同リハセンターに入院中、同病

院が基準看護の指定病院でない

ため、妻が付添看護を行い、その費

用について療養補償給付を請求

したところ、東京・大田労働基準監

督署は、 1988年4月2 8 日付けでこ

れを支給しない旨の処分をした。こ

れを不服として審査請求を行った

が、審査官も, 1989年8月1日付けで

これを朝日。再審査請求を行い、労

働保険審査会か1992年9月29日付

けで原処分取消の裁決を行ったも

のである。

千弟果救急医療センタ→3軍ば

恥LtcoさM立、呼吸中枢をやられて

瞳孔開放、ほくとんど死亡したよう包

状態だったという院愛頭蓋霞硬膜外

血腫、硬膜下血腫、小脳挫傷、!j¥s両

血題、水頭症 )05か月後に意識の

ないまま3病院ご転医ロ医師から「な

るべく声を聴かせて刺激を与える

よ5 >むとい分旨示もあり、同病院を

退院するまでの4年半の問、子供を

実母=預けて、妻カ海日1日も欠か

さず付添看護を行った(同病院は

基準看護適用 ) 0 0さんは、左手の

5指がかろうじて少し動いたため、

その範囲内でできる手話に似た方

法を考え、妻が0さんに根気よ寺教

えて、日常的な会話に代えて伝え

るよヨこしていた。医師の回診¢際

に私妻が中継してコミュニケ" - : : , _包

ンを図っていた。 1987年にTリハセ

ンターに転医したが悩挫傷、両側

片麻漉、失調症) 、転医に当たって

I)J¥センターとの話L合いで、 「一散

の看護担当者ちは、ここに来てせっ

カく改善しつつある状態カ建Lまた

悪くなったらもったいないJとのこと

で、引き続き妻が付添看護に当た

ることげよった。 1日4回の間欠尿導

の施行にも当たり、また、医師・看護

親族iこよる付添看護の取扱い
東京.妻の看護に療養補償給付

婦・トレーナ」等との聞の意志疎通

を図っていた。

Tリハセンターの主治医は、特に

親族による看護でなければならな

い理由とその看護期間について、

「麻庫、失調症等のためA D L上介

助が必要なだけでなく、構音障害

のため、患者は比較的麻庫の軽い

左者旨にて意思表示(一種の手

話)しており、妻以外は理解困難で

ある。今後リハビリテーションにより

能力障害¢改善、言語療法による

訓練で改善はあるとしても、看護

がなしても良い程度までは望めな

いと考えられる。よって家庭復帰ま

で親族(特に妻)による看議は必要

と考えられる」としていた。

このような状況について、審査会

の裁決書では次のよヨこ判断して

いる。「①請求人のTリハセンター

入院中の症状は、藁度の構音障害

害、四肢・体幹の失調、排尿障害、

嘆下障害等であって、回復期の患

者を中 IL'にリハビリ医療を行う医

療機関として陰極めて藁度で(ti,1j,
それ故入院当初から医師の判断

により一人看護が指示されていた

こと、 ②また、その症状からみて請

求人に対する看護を家政婦等の

看護補助者が行うことは、却って

症状の悪化を来す懸念があった

こと、③請求人の看護にふさわし

い看護資格者あ丘辺から求めるこ

とが至難であったこと、④入院の

最大の目的であるリハビリ医療に

不可欠な請求人と医姉等との意

志疎通は妻を介してのみ可能で

あったこと、 ⑤間欠導尿は、病院の

方針で看護婦か家族に限られて

いたこと、⑤間欠導尿や機能回復

訓練¢際における介助は、 TIJハセ
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ンターを退院した後の自宅におけ

る療養においても& i 、要fよものであ

り、家庭において生活をと制こする

者がこれらの介助に慣れてあて必

要があったこと、¢さらに誇求人の

妻は、これらの事情のもとで、医師

の指導勧奨をあって、幼い子供を

妻r r ;母に預けて看護に従事したも

のであることが認められるん

したがって、このケースは、前記

取扱通達の (1)支給要件の③及

E民'i) 1こ該当し、かつ、 「請求人の症

状、看護の内容、病院の置かれて

いる環境・条件等を総合勘案する

にー傷病労働者の親族(妻)によ

る看護ではあるが」、前記取扱通

達の (2)のく iにいう「緊急そ¢他

やむを得ない事由により一般の看

護担当者を求めることができない

場合に該当し、かつ、主治医の指

揮を受けて看護を行っていたをの

と認められるので、労災保険法第

13条2項に定める『療養の給付の

範囲』に該当するモのと当審査会

は判断する」 、とした。

199昨年¢健康保険法改正によっ

て、健康保険においては付添看護

は段階的に認めらすほくtJ .ってい

る。労災保険では、前述の要件を

満たす場合については認め(注) 、

1994年9月30日時点(改正健康保

検法の施行日の前臼)においてー

般看護を受けていた被災者であっ

てヲ陸続き一般看護カ' !必要な者に

ついては、収用されている医療機

闘が特別看護の対象医療機関と

なった場合であっても一般看護を

認めている。 四
(注)前述の取扱通達の「健康保険に

おける基準看護の承認を受けてい
る医療機関以外の医療機関Jは、改
正健康保険法¢宅土とでは、次の< D - -
③以外の医療機関である。司湛準
看護の承認を受けてい制青院、 @漸
看護料の算定の届出をした病説、
③診療所l種看護、診療所2種看護

及び診療所第3種看護( l )の届出
をした診療所。

海外出張先での強盗殺人
フィリピン.内在危険の現実化と認定

Aさん(死亡当時43歳)は、 I硝子

会社の国際業務部の主席部員と

して勤務していたが、 1991年9月

30日、出張用務のためフィリピンの

マニラ市マカティ地区にあるRホ

テルに宿泊し、翌10月1日朝、同ホ

テルの自室で殺害されているの

を発見された。

Aさんは、広く海外との事業契約

の業務に従事しており、海外出張

を繰問医していたものであるが、同

年9月21日から10月2日までの日

程で、マレーシア、シンガポール、

タイ、フィリピンに出張した。 9月30

日夕方にタイ・パンコックを発ち、

午後7時4 0 分頃マニラに到着、同8

時45分頃マニラ市マカティ地区に

あるRホテ) ¥に入った。同ホテJ］,は

Aさんのマニラでの定宿で、今回

も自分で直接予約をした。マニラ

では、翌10月1日の午前1 0時に、

同社の事業進出調査を委託して

いたc社を訪問し、調査報告書を

受け取る予定になっていた。

10月1日朝10時頃、ボーイがAさ

んの部屋のドアをノックしたところ、

テレビの音は聞こえるのに応答が

ないことから不審に思い、マスター

キーでドアを聞けて室内に入り、死

亡しているAさんを発見、直ちに警

察に通報した。 Aさんの身体は、床

に手足を伸此たまま荷主圭硬直の

状態にあった。布切れでさるぐっ

わを均噂されておっ、身体には26か

所の刺し傷があったという。部屋は

ひどく散らかっており、所持品も部

屋中に散乱し、所持していたはず

のシャツ、ズボン、セカンドバッグ、

サングラス、ベルト、パスポート、現

金、カード類、航空券等は紛失し、

時計もバンドを残し、紛失してい

た。なお、台所用のステンレス性ナ

イフが化粧室から発見された。

Aさんの妻が夫が殺害されたの

は業務上の事由によるものだとし

て東京・中央労働基準監督署に

遺族補償給付及び葬祭料の請求

をしたところ、同労基署は1992年7

月30日付けで不支給処分を行つ

たoこれを不服として行った審査

請求についても、審査官は1993年

1月12日付けで棄却。原処分庁の

意見は次のとおりであった。

「被災者¢行動については、翌

日の予定からRホテルに投宿する

のは妥当乙思慮、され、災害発生ま

での期間に関し業務逸脱行為及

む私的行為を除き、業務遂行性は

認められる。

被災者の業務内容及び業務性

質から他人の反発を買うような事

実は1注く、攻撃目標となることも考

えられず、当該事業場の出張社員

であったために災害を受けたとす

る事実お' ; j :いことから、業務遂行に

f半ヲ宣険に起因して災害を受けた

ものとは認めら恥ほい。

また、当該ホテル内での災害は

今回が初めてとの報告もあり、当

該地域においても同様な事件の

情報ザょいとのことであって、当該

ホテルが特別な位置的危険にさ

らされていたといラ事実も認められ

ない。

たとえ、フィリピンのマニラ地区

が治安の悪いところであったとし

ても、当該事業場の労働者が、当

時、第3者から襲撃される危険にさ

らされていたとは断定できない。

以上により、本件は、業務に起因

して発生した災害と並立認められず、

不支給としたものである。 」

これに対して再審査請求を行っ

ていた力主労働保険審査会は、 1996

年1月17日付けで、原処分取消

業務上災害とする裁決を行った o

裁決の理由は次のとおりである。

「① も必足者別Rホテ) 1 - 1こ宿泊し

たのは出張用務のためであること

は明らかであり、本件災害発生時

はホテルの自室にいたもので、業

務を逸脱するような私的行為、恋

意行為等は認められない。

②被災者が当該ホテルを利

用したのは業務遂行に便利なた

めであり、治安上の問題なしとしな

いが、その利用について内著しく妥

当性を欠くとするほどの事情は見

当たらない。

③宿泊場所の現地事情等か

らみて、被災者の宿泊行為には、

本件災害発生の危険が内在して

いたものというべく、本件災害は被

災者の業務に内在する危険が現

実化したものと解するのが相当で

ある。

④以上を総合するに、被災者

の死亡は業務上の事由によるもの

と認められる。 」

なお、請求人側は次のように主

張していた。 「本件災害は、被災者

が業務の必要性巳的フィリピン渡

航中発生したものであるが、当該

地域は犯罪発生率が高く、日本人

カ潰撃されて身体に危害を加えら

れる事件も多発しておっ、当該地域

に渡航すること自体が犯罪に巻き

込まれる危険性を有していたとこ

ろ、被災者は、観光旅行とは異なっ

て高額の業務経費の支払を毎日

必凄主とし、その支払手段訂して現金

等を所持せざるを得ず、また、その

ために会社の前渡し金だけでなく

個人の資金で立替払いもできるよ

うと準備してあ旬、その所持金等は

現地の所得水準等からみて破格

¢価値をもっていたことからして、

所持金品等の強奪を狙芳虫盗の被

害に遭う高度の危険があったので

あるから、生命身体の安全確保の

ためには、複数で行動する必要が

あり、また、治安要員が讐備してい

るホテルに宿泊する& i 、要があると

ころ、業務の都合に£つ単独行動を

せざるを得ず、また、治安上の不安

があってち交通の利恒Y - J . :本件ホテ

) ,に宿泊せざるを得なかったこと

から、そ¢危険性が具体化1して、発

生したものであるム 田
労鰯者教育の経験交流を
インド・ PRIA代表が来日

1月のおわり¢数日、インドの「ア

ジアの参加型研究のための協会

(PRIA:Society for Participatory

Research in A s ia)の労働・環境の

安全と健康部門で働くハーシュ・

ジャイティさんとビジャイ・カンヒア

さλのおふた助t来日した。このグ

J>一プとはここ数年、全国安全セ

ンターとニュースを交換している

間柄。昨年、ジャイティさんから日

本で安全衛生のコーディネーター

の専門家要請コースがないかとの

問い合わせがあったのが直接の

や以とりの始まりで、昨年8月に私が

インドを来訪した際、事務所を訪

れ、ジャイティさんにお会いしてい

る。デI~ーのかな般日外にあるこじ

ん詑ルた建物の中にさまざまT品目
門が共働しているその研究・情報

センターを訪れ、その機能の高さ

に圧倒された。この協会は1982年

に設立され、当初からさまざまずよ運

動団体・個人と連携をとりながら、

参加型の手法にこだわり、研究・教

育の分野で、出版や制度などに力

を入れて取り組んできている。現
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全国労働安全衛生センター連絡会議

在は4つの部門があり、その中の

ひとつにジャイティさんらの働く、地

域(環境)と職場の健康・安全問題

の部門がある。

約3日間¢短い滞在の中で、全

国安全センター、港町診療所、ア

ジア太平洋資料センター、反核パ

シフィックセンタ一、全統一労働組

合等と交流Lたほか、中央労働災

害防止協会、労働科学研究所の

訪問や、新宿のホームレスの人た

ちが集まる場などを訪れた。もとも

と幅広い関心をもっ彼らだが、特

に、労働者の健康・安全と地域住

民の健康と環境問題を、根のつな

がっている問題として取り組んで

いこうという姿勢に共感させられ

た。

.PRIAの活動

運動のための研究ゲ』ら持双3

とつの柱として、彼らが力を入れて

きたのカ瀧康・安全付磁器化をテー

マとした労働者・住民教育で、労働

組合1,ーダーのためのワークシ3':1

プの主催や教材ポ院長年取抽

んできている。例えば、 「正義のため

¢闘い (Stru叫 ef o r J帥田)Jシゅー

ズは、電子工場、化学肥料工場や

鉱山の実際に起こった健康被害や

労災事故などに現場の労働者や労

鱗且合由主どのよ～こ闘い、補償獲得

や職場改善をしていったかという

実例を紹介したパンフレyトで、他

の現場に経験を伝えるための教材

として、非常にいい。労働者向けに

英語倒也、ヒンディーなど数言語に

訳されている。また、活動家向けの

事例集「職場の健康」にしても、職

業病を診断できる医師が少ないこ

とから国肝活動家向閉ごつくった

「職業病とその補償Iという指導書

にしても、実践的で、参考になる。

ニューズレタ寸ご掲載されている情

報は、インド国内の現場情報の他、

国際却にも草¢根のグJレープの情

報からαs但ρ内に設置された国

際安全衛生情報センター)のデー

タベースにまでアクセスしていて非

常に幅広い。

α sのインド国内の民間協力セ

ンターにもなっていること、行政機

関と剖汗究プロジェク↑ゆ依頼を通

してつながりがあり、日本の事情も

すば宇ぐ図解してしま労皮らを正直

いって、やり手だな却惑じる一方、さ

まざまな話の中で、グラス凡戸ツの

中で働く彼らの,心を感じる機会が

多くあった。

@労働者教育の経験交流を

P阻Aでは、すでに南アジア地域

で関連グループと¢顔のみえる連

携をもっている。今回の来日は、東

南アジアや東アジア¢運動の状況

を知り、今後の連携の準備を目的

e Gた6か国訪問フ'bグラムの一環与

と百短い滞在ではあったが、名簿

の交換を含めて、お互いのネット

ワークについて情報を交換したロ今

回の訪問で膨大な資料と団体との

交流をした彼日立、各国の基本的

な法制度ヰ濯動の現状についてま

とめ、その次のステップとしては、イ

ント、で共通テーマでのワークショッ

フを持ちたい占考えている。特に念

頭にあるのは、労働者教育に関す

ぷ経験を共有する場抗ちたいとい

うこと。

今後に計画されている労働者

教育の国際ワーク手ヨツフには、セ

ンターとしても積極的に 阿↑情

取悌旺みたいロ 民よJ.d
(神奈川労災職業病センター

山岸素子)

ADA ;を労災被災者に適用
アメリカeWorkers' Health

International Newsletter

園アメリカの「ノースウェス↑殺虫剤

追放連合」は、環境保護局包p p心
を相手取って、殺虫剤に含まれる

有毒であることが多い不活性成分

の発表を求める裁判を起こした。

置アメリカ障害者調リ禁止法

仇m叩白血withDisab由t悶 Act)が
RSIの患者に適用されることは極め

てまれである。そんな中で、雇用機

会均等委員会岡田1Employm叫

Oppo阻n町 Commission)が家具

メーカーのKnoll Grou p社が労働者

を解雇した¢はA D A Iに違反すると

して提訴した。回O C I :よると、 RSI

関連の事例は1 9 9 2年に法律がで

きて以拍4 5例しかな丈、全体の1%

に割前たないとのこと。

国テコンマークで職場が要因の精

神疾患が激増している。労働環境

局によると、 1984年に91件だった

のが、 1993年には825件 関IT習
にのぼっている。 魁L凶

1聞東京都港区三田3-1-3MK'ビ)v3階

TEL(03)5232-0182/FAX(口3)5232-0183/E-mail KGI01311@ni勾 se刊 e.o r.JP

北海道.社団法人北海道労働災害・職業病研究対策センター
制札幌市豊平区北野1条1T目ω o医療生協内

東京.東京東部労災職業病センター
136江東区亀戸 1-3 3-7

東京.三多摩労災職業病センター
185国分寺市南町2 -6 -7 丸山会館2-5

東京.三多摩労災職業病研究会
185国分寺市本町3- 13-15三多摩医療生協会館内

神奈川.社団法人神奈川労災職業病センター

230横浜市鶴見区豊岡町2 0- 9 サンコーポ豊岡505

新潟・財団法人新潟県安全衛生センター
951新潟市東端通2-481

静岡・静岡地区労センター
424清水市小柴町2- 8

1EL(01l)883-033日/FAX(Oll)郎 7261

1 EL(03)3683-9765/F A X (凶 )3683-97.届

1EL( 0423) 24 -1024/FAX( 0423)24-1但4

TEL( 0423) 24 -1922/FAX(0 423) 25-26の

TEL(045)573-4289/FAX(倒 5)575-1948

1EL(位 5) 228-2127 /FAX( Q25)222-D914

τEL( 0543) 66 -6888/FAX(1白 43)66イ函89

京都.労災福祉センター

601京都市南区西九条島町3 1 EL(075) 691-9981/F AX(, 仰の 67 2一価7

京都・京都労働安全衛生連絡会議
601京都市南区西力会東島町50←9山本ビル3階 1EL( 075) 691-6191/F AX(0 75) 691-6145

大阪・関西労働者安全センター
54 0大阪市中央区内本町1-2-13ばんらいビル6日2 1EL (06)943-1527 /F AX( 06)943-1528

兵庫.尼崎労働者安全衛生センター
660尼崎市長洲本通1- 16- 7阪神医療生協気付

兵庫・関西労災職業病研究会
660尼崎市長洲本通1-16-7医療生協長洲支部

広島.広島県労働安全衛生センター
732広島市南区稲荷町5 - 4 前田ビル

鳥取・鳥取県労働安全衛生センター
耐0鳥取市南町505自治労会館内

愛媛.愛媛労働災害職業病対策会議

792新居浜市新田町1- 9- 9

高知・財団法人高知県労働安全衛生センター
7 8日高知市蔚野イワ井田1275-1

熊本.熊本県労働安全衛生センター
861-21熊本市秋津町秋田3判 1-20秋津Lークタウンクリニッケ

大分.社団法人大分県勤労者安全衛生センター
870大分市寿町1-3労働福祉会館内

宮崎.旧松尾鉱山被害者の会
883日向市財光寺283-211長江団地 1-14

自治体.自治体労働安全衛生研究会
102千代田区六番町1自治労会館3階

(オブザーバー)
福島.福島県労働安全衛生センター

96日福島市船場町1-5

山口.山口県安全センター
754山口県小郡郵便局私書箱4 4号

1EL (師) 488-9552 /FAX( 師)488-2762

TEL (06)488-9552 /F AX( 師)488-2762

1EL( 082) 264-4110/FAX( 082)26 4-4110

TEL( 0857) 22-611 O/FAX( 0857)37-(沼田

1EL( 0897) 34-0209/FAX (0897)37-1467

1EL(0888 )45-39 53/FAX(田 88)45-3四

1EL( 096) 360-1991/F AX(0 96) 368-6177

TEL( 0975) 37-7991 /F AX(,的 75)34剖 71

1 EL(08 92) 53-9 400 /FA X( '岨 92)53-3404

τEL(Oヨ)3239-94予O/FAX(03)3264- 1432

TEL( 0245) 23 -3586/FAX( 0245)23-3587
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